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風
清
ら
か
な
初
夏
の
候
，
皆
様
に
は
ま

す
ま
す
御
健
勝
の
こ
と
と
お
慶
び
申
し
上

げ
ま
す
。
本
誌
の
発
刊
に
あ
た
り
ま
し
て
，

巻
頭
の
ご
あ
い
さ
つ
を
申
し
上
げ
ま
す
。

さ
て
，
我
が
国
に
お
き
ま
し
て
は
，
少

子
・
超
高
齢
化
の
進
行
や
景
気
の
停
滞
，

デ
フ
レ
の
長
期
化
な
ど
の
社
会
情
勢
の
中
，

国
に
よ
る
日
本
経
済
の
再
生
に
向
け
た
金

融
政
策
な
ど
に
よ
り
ま
し
て
，
過
度
な
円

高
が
是
正
さ
れ
，
株
価
が
回
復
す
る
な
ど
，

こ
れ
ま
で
の
日
本
を
取
り
巻
く
環
境
に
変

化
が
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

宇
都
宮
市
に
お
き
ま
し
て
も
，
今
後
，
い

よ
い
よ
人
口
の
減
少
が
予
測
さ
れ
，
ま
す
ま

す
の
少
子
・
超
高
齢
社
会
を
迎
え
る
こ
と
と

な
り
ま
す
が
，
そ
の
よ
う
な
中
に
お
き
ま

し
て
も
，
市
民
の
誰
も
が
元
気
に
笑
顔
で

暮
ら
す
こ
と
が
で
き
る
「
１
０
０
年
繁
栄

の
都
市
づ
く
り
」
を
実
現
し
て
い
く
た
め
，

本
年
３
月
に
ま
ち
づ
く
り
の
基
本
方
針
と

な
る
「
第
５
次
総
合
計
画
改
定
基
本
計
画
」

を
策
定
し
た
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

こ
の
計
画
で
は
，「
人
口
減
少
局
面
へ
の

突
入
と
人
口
構
造
の
変
化
」，「
地
域
産
業
・

経
済
を
取
り
巻
く
状
況
の
変
化
」，「
安
全
・

安
心
で
環
境
に
や
さ
し
い
都
市
づ
く
り
へ

の
要
請
の
高
ま
り
」
な
ど
を
顕
著
な
社
会
潮

流
と
し
て
と
ら
え
た
と
こ
ろ
で
あ
り
，
こ

の
よ
う
な
変
化
に
的
確
に
対
応
し
て
い
く

た
め
，
今
後
５
年
間
で
重
点
的
に
取
り
組

ん
で
い
く
「
健
康
長
寿
応
援
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
」
な
ど
，
10
の
戦
略
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を

設
定
し
た
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

こ
の
う
ち
，
国
民
健
康
保
険
と
も
関
連

の
深
い
「
健
康
長
寿
応
援
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」

に
関
す
る
本
市
の
取
組
を
紹
介
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
す
。
本
市
で
は
，
こ
れ
ま
で
も

「
子
ど
も
医
療
費
の
無
料
化
」
や
「
バ
ス
乗

車
券
の
交
付
に
よ
る
高
齢
者
の
外
出
支
援
」

な
ど
，
子
ど
も
か
ら
高
齢
者
ま
で
，
す
べ

て
の
市
民
が
安
心
し
て
生
活
で
き
る
よ
う
，

健
康
づ
く
り
や
福
祉
力
の
向
上
に
取
り
組

ん
で
き
た
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。
今
後
，
超

高
齢
社
会
の
到
来
に
あ
た
り
ま
し
て
，
心

豊
か
に
生
活
で
き
る
活
力
あ
る
社
会
を
維

持
し
て
い
く
た
め
に
は
，
健
康
寿
命
の
延

伸
が
必
要
不
可
欠
で
あ
る
と
認
識
し
て
お

り
ま
す
。
こ
の
た
め
，高
齢
者
の
健
康
保
持
・

増
進
を
図
る
た
め
の
「
高
齢
者
肺
炎
球
菌

ワ
ク
チ
ン
接
種
費
用
の
助
成
」
や
，
保
健

セ
ン
タ
ー
な
ど
市
民
の
身
近
な
会
場
に
お

い
て
運
動
体
験
な
ど
を
行
う
「
健
康
づ
く

り
体
験
事
業
」
な
ど
，
健
康
寿
命
の
延
伸

に
向
け
た
事
業
を
実
施
し
て
ま
い
り
ま
す
。

ま
た
，
国
民
健
康
保
険
に
つ
き
ま
し
て

は
，「
保
健
・
医
療
サ
ー
ビ
ス
の
質
を
高
め

る
」
施
策
の
一
つ
に
位
置
づ
け
，
後
期
高

齢
者
医
療
制
度
を
含
め
た
「
医
療
保
険
制

度
の
適
正
な
運
営
」
に
取
り
組
む
と
と
も

に
，
健
康
寿
命
の
延
伸
に
寄
与
す
る
特
定
健

康
診
査
・
特
定
保
健
指
導
や
人
間
ド
ッ
ク
・

脳
ド
ッ
ク
の
健
診
事
業
な
ど
に
よ
り
被
保

険
者
の
健
康
保
持
・
増
進
を
推
進
し
な
が
ら

医
療
費
の
適
正
化
を
図
っ
て
ま
い
り
ま
す
。

さ
ら
に
，
事
業
運
営
に
必
要
な
財
源
を
確

保
す
る
た
め
国
民
健
康
保
険
税
の
収
納
対

策
に
尽
力
し
，
厳
し
い
運
営
が
続
く
国
民

健
康
保
険
財
政
の
健
全
化
に
努
め
る
な
ど
，

今
後
と
も
被
保
険
者
が
必
要
と
す
る
医
療

サ
ー
ビ
ス
を
適
正
に
受
け
ら
れ
る
よ
う
取

り
組
ん
で
ま
い
り
ま
す
。

平
成
25
年
度
は
，「
第
５
次
宇
都
宮
市
総

合
計
画
改
定
基
本
計
画
（
後
期
基
本
計
画
）」

の
ス
タ
ー
ト
の
年
と
な
り
ま
す
が
，
本
市
が

目
指
す
「
み
ん
な
が
幸
せ
に
暮
ら
せ
る
ま

ち
」「
み
ん
な
に
選
ば
れ
る
ま
ち
」「
持
続

的
に
発
展
で
き
る
ま
ち
」
の
実
現
に
向
け
，

施
策
の
重
点
化
を
図
り
な
が
ら
ス
ピ
ー
ド

感
を
持
っ
て
取
り
組
ん
で
ま
い
り
ま
す
。

宇都宮市長
佐藤　栄一
宇都宮市長
佐藤　栄一

健
康
長
寿
の

　
　

ま
ち
づ
く
り

巻頭言
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平
成
25
年
２
月
22
日
（
金
）
に
、
国
保

連
合
会
９
階
大
会
議
室
で
、
平
成
24
年
度

栃
木
県
国
民
健
康
保
険
団
体
連
合
会
通
常

総
会
が
開
催
さ
れ
た
。

本
通
常
総
会
で
は
、
報
告
事
項
２
件
及

び
平
成
25
年
度
に
係
る
本
会
事
業
計
画
並

び
に
一
般
・
特
別
両
会
計
の
歳
入
歳
出
予

算
を
は
じ
め
、
平
成
24
年
度
に
係
る
予
算

補
正
を
含
む
議
決
事
項
22
件
な
ど
が
上
程

さ
れ
、
慎
重
な
審
議
の
上
、
す
べ
て
原
案

ど
お
り
議
決
さ
れ
た
。

冒
頭
、佐
藤
栄
一
理
事
長
（
宇
都
宮
市
長
）

は
、
中
央
情
勢
に
触
れ
た
上
で
、「
高
額
療

養
費
の
支
給
や
前
期
高
齢
者
の
一
部
負
担

割
合
の
問
題
な
ど
今
後
の
動
向
を
注
視
す

る
と
こ
ろ
で
あ
る
。」
と
述
べ
た
。

そ
し
て
結
び
に
、「
会
員
の
皆
様
方
か
ら

は
、
今
後
と
も
引
き
続
き
、
ご
支
援
・
ご

協
力
を
賜
り
た
い
。」
と
述
べ
た
。

続
い
て
、
栃
木
県
保
健
福
祉
部
国
保
医

療
課 

桑
野　

茂
課
長
（
現
監
査
委
員
事
務

局
監
査
課
長
）
よ
り
来
賓
挨
拶
を
い
た
だ

い
た
。

そ
の
後
、
高
津
戸
忠
一
常
務
理
事
が
情

勢
報
告
を
行
っ
た
。

そ
し
て
、
議
長
選
出
が
行
わ
れ
、
壬
生

町
の
小
菅
一
弥
町
長
を
議
長
と
し
て
議
事

に
入
っ
た
。
本
通
常
総
会
に
提
出
さ
れ
た

議
案
に
つ
い
て
は
、
慎
重
審
議
の
上
、
い

ず
れ
も
原
案
ど
お
り
議
決
さ
れ
た
。

平
成
24
年
度

  

栃
木
県
国
民
健
康
保
険
団
体
連
合
会
通
常
総
会

挨拶で「会員の皆様方からは、今後と
も引き続き、ご支援・ご協力を賜りた
い。」と述べる佐藤栄一理事長

平成25年度事業計画及び歳入歳出予算などの議案を原案どおり議決

議事進行する

壬生町　小菅一弥町長
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平成25年度栃木県国民健康保険団体連合会事業計画
（1）基本方針
国民健康保険は、我が国の医療保険制度の中核的役割を担い、地域住民の医療の確保と健康の保持増進

に大きく貢献してきた。
しかしながら、医療保険制度をめぐる情勢は、急速な人口の高齢化、医療技術の高度化等により医療費

は増高し、加えて経済基調の変化に伴い、医療費の伸びと経済成長との不均衡が拡大するなど医療保険財
政、とりわけ国保財政はその構造的要因により他制度に比較して大変深刻な状況に陥っている。 
このため国においては、昨年成立した社会保障・税一体改革法案において、国保の財政基盤の強化を図

るため、消費税の引き上げ財源をもとに、新たに国保財政に2,200億円の公費を投入する方針とした。
併せて、さらなる改革を総合的かつ集中的に推進するため、社会保障制度改革推進法に基づき、昨年

暮れから「社会保障制度改革国民会議」が開催され、今後の高齢者医療制度をはじめ、将来にわたり持続
可能な社会保障制度の実現に向けた議論が行われており、政府においては、これらの審議結果を踏まえ、
本年8月までには一定の結論を得た上で、社会保障制度改革に必要な法制上の措置を講ずることとしてい
る。 
一方、70代前半の一部負担金の1割凍結の特例措置については、その解除が見送られたところである。

これは、法律で2割と規定されている70～74歳の自己負担割合が平成20年度から5年間、1割に止められて
いる異例の措置を解消すべく議論が重ねられてきたところであるが、先の総選挙による政権交代で、補正
予算の編成作業が大幅にずれ込むことから、平成25年4月からの実施は困難と判断されたところである。 
本会としてもこのような現状を踏まえ、将来にわたり保険者の共同目的達成機関としての役割と使命を

果たすことを念頭に、国民健康保険及び後期高齢者医療、介護給付費等の審査支払業務等の充実・強化を
はじめ、共同事業の効率的推進、保健事業の支援強化など国民健康保険事業の安定的運営の確保に向けて
組織体制の整備を図るとともに、保険者並びに関係機関との連携を密にして、より一層の適正な事業運営
と更なる保険者へのサービスの向上に努めるものとする。 
このため、平成25年度の事業計画は、保険者に満足してもらえる国保連合会を目指していくために、次

のとおり重点目標及びその取り組み方針を定め、その企画・運営・実施に当たっては､常に保険者の満足
度を高める工夫、価値ある情報の提供などに留意しながら保険者の期待に添った成果をあげ、負託に応え
るものとする。

（2）重点目標
①国民健康保険事業の安定的運営
　保険者の意を体し、安定した国民健康保険事業運営に向けた事業・運動の展開
②国民健康保険・後期高齢者医療診療報酬審査支払事業の効率化等
　効率的なレセプト審査体制の強化・審査精度の向上及び審査支払業務・事務代行業務の効率的推進  
③共同事業の効率的推進
　保険者事務共同電算処理事業の拡充及び各種共同事業の効率的推進 
④実効性のある保健事業の支援強化と特定健診等データ管理業務の適正執行
総合的保健事業支援の充実、医療データの情報提供、関係団体との連携強化及び特定健診等データ管
理業務の適正執行

⑤介護保険事業関係業務の適正執行
　介護給付費審査の適正執行、介護サービスの質の向上 
⑥新規事業への対応
　保険者のニーズに応える事業への弾力的対応
⑦成果を生み出す組織体制・事務運営等の整備
　総合的・効果的に事業を展開するための組織体制の整備、職員の資質の向上、事務運営等の改善
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（3）重点目標の取り組み方針
①国民健康保険事業の安定的運営
　国民健康保険事業の安定的運営に向けて保険者と連携を密にし、事務の効率化、調査研究、価値あ
る情報の提供に努める。
　また、医療保険制度を将来にわたって持続可能で安定的な制度にするため、引き続き国保関係者が
一丸となり、国民健康保険事業の安定的運営に向けた運動を展開する。

②国民健康保険・後期高齢者医療診療報酬審査支払事業の効率化等
　審査事務共助の充実強化、審査委員会への情報の提供などによる効率的なレセプト審査体制の強化
を図ることはもとより、審査事務共助支援システム及び国保総合システムで実装される縦覧・横覧・
突合審査機能を活用することにより、審査の更なる精度向上に努めるものとする。

③共同事業の効率的推進
　保険者事務共同電算処理事業の更なる事業の拡充を図るため、国保総合システム機能を活用し、保
険者事務の効率化を図る。
　また、保険財政共同安定化事業及び高額医療費共同事業の効率化、更には求償金の滞留防止や事務
処理システムの更新等により第三者行為損害賠償求償事務共同処理事業の効率化を図る。
　その他、国民健康保険料(税)収納率向上支援コールセンター事業については、適正な事務の執行に
努めるものとする。

④実効性のある保健事業の支援強化と特定健診等データ管理業務の適正執行
　生涯元気で活力ある地域づくりを支援するための人材育成、医療データの活用など科学的根拠に基
づく保健事業を推進するとともに栃木県保険者協議会を通じ、地域・職域保険の連携強化等により保
健事業の実効性を高めるなど、市町保健事業の支援を行う。
　特に、平成25年度については、特定健診等の受診率向上を支援するため、住民への啓発・広報に特
化した事業を展開する。併せて、特定健診等のデータ管理業務の適正執行に努めるものとする。

⑤介護保険事業関係業務の適正執行
　介護給付費審査支払業務・障害介護給付費及び障害児給付費支払業務の適正執行、介護給付適正化
事業の積極的推進による保険者の支援及び苦情処理担当者の連携強化、苦情・相談への対応の充実等
により介護サービスの質的向上を図る。
　また、平成26年5月本稼働予定の介護保険・障害者自立支援システムの一拠点集約化を見据え、機
器の構築や運用試験等、本稼働に向けての体制の整備に万全を期すこととする。

⑥新規事業への対応
　保険者のニーズに対応した事業の実施に向け、平成25年度から国保中央会が開発した標準システム
である各種システムの機器更改に順次対応するとともに、新たに構築する国保データベース（KDB)
システムを導入し、価値ある情報の提供を行い、医療費の適正化を図る。

　　更に、保険者支援事業として、各種システム機器更改に併せ、保険者端末の無償提供を実施する。
⑦成果を生み出す組織体制・事務運営等の整備
　保険者に満足してもらえる成果を生み出す事業を効果的に進めるため、平成25年度本会事業計画の
重点目標の取り組み方針に沿って事務局体制の整備、職員の資質の向上、事務運営の改善に努める。
　

【議　事】
Ⅰ　報告事項
　報告第１号　理事長専決事項報告について
１　平成24年度栃木県国民健康保険団体連合会診療報酬審査支払特別会計（業務勘定）歳入歳出予算補正につい
て

２　平成24年度栃木県国民健康保険団体連合会診療報酬審査支払特別会計（公費負担医療に関する診療報酬支払
勘定）歳入歳出予算補正について

３　平成24年度栃木県国民健康保険団体連合会後期高齢者医療事業関係業務特別会計（業務勘定）歳入歳出予算
補正について

４　平成24年度栃木県国民健康保険団体連合会後期高齢者医療事業関係業務特別会計（公費負担医療に関する診
療報酬支払勘定）歳入歳出予算補正について

５　平成24年度栃木県国民健康保険団体連合会介護保険事業関係業務特別会計（公費負担医療等に関する報酬等
支払勘定）歳入歳出予算補正について

６　平成24年度栃木県国民健康保険団体連合会障害者自立支援事業関係業務特別会計（障害児給付費支払勘定）
歳入歳出予算補正について

　報告第２号　規則の制定及び一部改正について
１　栃木県国民健康保険団体連合会診療報酬審査支払規則の一部改正について
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２　栃木県国民健康保険団体連合会介護保険者事務共同処理規則の一部改正について
３　栃木県国民健康保険団体連合会後期高齢者医療診療報酬審査支払規則の一部改正について
４　栃木県国民健康保険団体連合会国民健康保険料（税）収納率向上支援コールセンター事業規則の制定につい
て

５　栃木県国民健康保険団体連合会職員服務規則の一部改正について
６　栃木県国民健康保険団体連合会職員の再任用に関する規則の一部改正について
７　栃木県国民健康保険団体連合会事務局組織規則の一部改正について
８　栃木県国民健康保険団体連合会負担金及び手数料の賦課徴収規則の一部改正について
９　栃木県国民健康保険団体連合会診療報酬明細書等二次点検業務規則の一部改正について
10　栃木県国民健康保険団体連合会保険者事務共同電算処理事業規則の一部改正について
11　栃木県国民健康保険団体連合会後期高齢者医療事務代行業務規則の一部改正について

Ⅱ　議決事項
議案第１号　平成25年度栃木県国民健康保険団体連合会事業計画について
議案第２号　平成25年度栃木県国民健康保険団体連合会一般会計歳入歳出予算について
議案第３号　平成25年度栃木県国民健康保険団体連合会診療報酬審査支払特別会計歳入歳出予算について
議案第４号　平成25年度栃木県国民健康保険団体連合会後期高齢者医療事業関係業務特別会計歳入歳出予算につい

て
議案第５号　平成25年度栃木県国民健康保険団体連合会保険財政共同安定化事業・高額医療費共同事業特別会計歳

入歳出予算について
議案第６号　平成25年度栃木県国民健康保険団体連合会第三者行為損害賠償求償事務共同処理事業特別会計歳入歳

出予算について
議案第７号　平成25年度栃木県国民健康保険団体連合会介護保険事業関係業務特別会計歳入歳出予算について
議案第８号　平成25年度栃木県国民健康保険団体連合会障害者自立支援事業関係業務特別会計歳入歳出予算につい

て
議案第９号　平成25年度栃木県国民健康保険団体連合会特定健診保健指導費用決済業務特別会計歳入歳出予算につ

いて
議案第10号　平成25年度栃木県国民健康保険団体連合会国保高齢者医療制度円滑導入基金事業特別会計歳入歳出予

算について
議案第11号　平成25年度栃木県国民健康保険団体連合会職員厚生資金貸付金特別会計歳入歳出予算について
議案第12号　栃木県国民健康保険団体連合会積立金の一部処分について
議案第13号　平成25年度栃木県国民健康保険団体連合会運営資金の一時借入について
議案第14号　理事長専決事項委任について
議案第15号　平成24年度栃木県国民健康保険団体連合会診療報酬審査支払特別会計（公費負担医療に関する診療報

酬支払勘定）歳入歳出予算補正について
議案第16号　平成24年度栃木県国民健康保険団体連合会診療報酬審査支払特別会計（出産育児一時金等に関する支

払勘定）歳入歳出予算補正について
議案第17号　平成24年度栃木県国民健康保険団体連合会後期高齢者医療事業関係業務特別会計（業務勘定）歳入歳

出予算補正について
議案第18号　平成24年度栃木県国民健康保険団体連合会後期高齢者医療事業関係業務特別会計（公費負担医療に関

する診療報酬支払勘定）歳入歳出予算補正について
議案第19号　平成24年度栃木県国民健康保険団体連合会保険財政共同安定化事業・高額医療費共同事業特別会計歳

入歳出予算補正について
議案第20号　平成24年度栃木県国民健康保険団体連合会介護保険事業関係業務特別会計（業務勘定）歳入歳出予算

補正について
議案第21号　平成24年度栃木県国民健康保険団体連合会介護保険事業関係業務特別会計（介護給付費支払勘定）歳

入歳出予算補正について
議案第22号　平成24年度栃木県国民健康保険団体連合会障害者自立支援事業関係業務特別会計（障害介護給付費支

払勘定）歳入歳出予算補正について
追加議案第１号　栃木県国民健康保険団体連合会参与の設置に関する規則の制定について
追加議案第２号　栃木県国民健康保険団体連合会参与の選任について

Ⅲ　その他
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　会計別
平成25年度栃木県国民健康保険団体連合会予算総括

［備考］

合　　　　　　　　計

小　　　　　　　　計

小　　　　　　　　計

小　　　　　　　　計

小　　　　　　　　計

平成25年度

対前年度比較増減額
（千円）

診
療
報
酬
審
査
支
払
特
別
会
計

診
療
報
酬
支
払
勘
定

診
療
報
酬
支
払
勘
定

支
払
勘
定

支
払
勘
定

関
係
業
務
特
別
会
計

後
期
高
齢
者
医
療
事
業

業 

務 

特 

別 

会 

計

介
護
保
険
事
業
関
係

関
係
業
務
特
別
会
計

障
害
者
自
立
支
援
事
業

業　　　　　務　　　　　勘　　　　　定

業　　　　務　　　　勘　　　　定

業　　　　務　　　　勘　　　　定

業　　　　務　　　　勘　　　　定

後期高齢者医療診療報酬支払勘定

公費負担医療に関する診療報酬支払勘定

障 害 介 護 給 付 費 支 払 勘 定

障 害 児 給 付 費 支 払 勘 定

区　　　　　　　　分
平成24年度
（千円） 予算

（千円）
前年度対比
（％）

一　　　　　般　　　　　会　　　　　計

区　　　　　　　　分

上記表中、（ ）内の数字は、各会計支払勘定、保険財政共同安定化事業・高額医療費共同事業拠出金、第三者行為損害賠償求償金、介護保
険事業関係業務特別会計の主治医意見書料、特定健診費用決済業務、円滑導入関係諸費（事業費、特定資産支出、借入金償還金、諸支出
金、特別会計（国民健康保険診療報酬支払勘定）繰出金）を除いた数字（事務運営に要する経費）である。

国民健康保険診療報酬支払勘定

老 人 保 健 診 療 報 酬 支 払 勘 定

公費負担医療に関する診療報酬支払勘定

出産育児一時金等に関する支払勘定

保険財政共同安定化事業・高額医療費共同事業特別会計

第三者行為損害賠償求償事務共同処理事業特別会計

介 護 給 付 費 支 払 勘 定

公費負担医療等に関する報酬等支払勘定

特定健診保健指導費用決済業務特別会計

国保高齢者医療制度円滑導入基金事業特別会計

職 員 厚 生 資 金 貸 付 金 特 別 会 計

（243,848）
243,855

（1,056,926）
1,056,926

148,144,706

5,604

2,887,439

4,675,447

155,713,196

（610,538）
610,538

175,083,307

433,601

175,516,908

（9,025）
24,133,107
（15,627）
502,718
（166,373）
872,841

108,723,691

1,033,003

109,756,694

（35,577）
35,577

22,969,639

1,573,543

24,543,182

（65,901）
1,926,571
（48,977）
2,433,660

7,659

（2,252,792）
497,353,432

（257,964）
257,965

（1,197,445）
1,197,445

148,684,878

0

3,677,474

5,064,787

157,427,139

（848,890）
848,890

178,317,231

995,504

179,312,735

（9,021）
24,719,803
（14,454）
472,343
（193,156）
560,618

114,697,036

1,007,531

115,704,567

（41,565）
41,565

26,810,572

1,200,002

28,010,574

（119,122）
1,542,700
（54,647）
2,577,878

7,752

（2,736,264）
512,681,974

　　（14,116）
14,110

（140,519）
140,519

540,172

△5,604

790,035

389,340

1,713,943

（238,352）
238,352

3,233,924

561,903

3,795,827

（△4）
586,696
（△1,173）
△30,375
（26,783）
△312,223

5,973,345

△25,472

5,947,873

（5,988）
5,988

3,840,933

△373,541

3,467,392

（53,221）
△383,871
（5,670）
144,218

93

（483,472）
15,328,542

（105.78）
105.78
（113.29）
113.29

100.36

皆減

127.36

108.32

101.10

（139.03）
139.03

101.84

229.58

102.16

（99.95）
102.43
（92.49）
93.95

（116.09）
64.22

105.49

97.53

105.41

（116.83）
116.83

116.72

76.26

114.12

（180.75）
80.07

（111.57）
105.92

101.21

（121.46）
103.08
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款 項 金　　　額

２　繰 入 金

３　繰 越 金

４　諸 収 入

５　借 入 金

歳 入 合 計

（歳　入） （単位：千円）
平成25年度栃木県国民健康保険団体連合会診療報酬審査支払特別会計（国民健康保険診療報酬支払勘定）歳入歳出予算書

１　国民健康保険
　　診療報酬受入金

１　他会計繰入金

１　繰 越 金

１　諸 収 入

１　借 入 金

１　国民健康保険
　　診療報酬受入金

款 項 金　　　額

２　借入金償還金

３　繰 出 金

４　予 備 費

歳 出 合 計

（歳　出） （単位：千円）

１　国民健康保険
　　診療報酬支出金

１　借入金償還金

１　繰 出 金

１　予 備 費

１　国民健康保険
　　診療報酬支出金

款 項 金　　　額
１　負 担 金

２　国庫支出金

３　県 支 出 金

４　財 産 収 入

５　繰 入 金

６　繰 越 金

７　諸 収 入

　中央会支出金

　特定資産収入

　特定資産運用収入

歳 入 合 計

款 項 金　　　額
１　会 議 費

２　総 務 費

３　事 業 費

４　積 立 金

５　借入金償還金

６　諸 支 出 金

７　予 備 費

　　特定資産支出

歳 出 合 計

（歳　入） （歳　出）（単位：千円） （単位：千円）
平成25年度栃木県国民健康保険団体連合会一般会計歳入歳出予算書

款 項 金　　　額

１　手 数 料

３　国庫支出金

４　県 支 出 金

５　財 産 収 入

６　繰 入 金

７　繰 越 金

８　諸 収 入

歳 入 合 計

款 項 金　　　額

１　総 務 費

２　審査委員会費

４　特別審査負担金

６　積 立 金

８　予 備 費

歳 出 合 計

（歳　入） （歳　出）（単位：千円） （単位：千円）
平成25年度栃木県国民健康保険団体連合会診療報酬審査支払特別会計（業務勘定）歳入歳出予算書

１　負 担 金

１　国庫補助金
　　国庫交付金

１　県 補 助 金

１　財産運用収入
２　財産売払収入

１　他会計繰入金
２　積立金繰入金

１　繰　越　金

１　諸　収　入

　中央会支出金

　基金取崩収入

　基金運用収入　　　　　　

１　会 議 費

１　総務管理費

１　事 業 費

　　国保介護従事者　　処遇改善基金事業費

１　積 立 金

１　借入金償還金

１　諸 支 出 金
２　償還金及び還付加算金

１　予 備 費

　　基金繰入支出

２　保険者事務等共
　　同電算処理事業
　　手数料及び負担金
　　並びに委託料

１　手 数 料
２　事 務 費

１　手 数 料
２　負 担 金
３　業務委託料

１　国庫補助金

１　県 補 助 金
２　委 託 金

１　財産運用収入
２　財産売払収入

１　他会計繰入金
２　積立金繰入金

１　繰 越 金

１　諸 収 入

１　審査支払管理費

１　審査委員会費

１　業務管理費

１　特別審査負担金

１　積 立 金

１　レセプト電算処理システム費

１　予 備 費

３　保険者事務等共同
　　電算処理事業費

７　レセプト電算処
　　理システム費

５　レセプト電算処理
　　  システム特別分担金 １　レセプト電算処理　　システム特別分担金



8

款 項 金　　　額

１　公費負担医療受入金

２　繰 越 金

３　諸 収 入

歳 入 合 計

（歳　入） （単位：千円）
平成25年度栃木県国民健康保険団体連合会診療報酬審査支払特別会計（公費負担医療に関する診療報酬支払勘定）歳入歳出予算書

１　公費負担医療受入金

１　繰 越 金

１　諸 収 入

款 項 金　　　額
１　公費負担医療支出金

２　借入金償還金

３　繰 出 金

４　予 備 費

歳 出 合 計

（歳　出） （単位：千円）

款 項 金　　　額

１　手 数 料

２　　

３　国 庫 支 出 金

４　県 支 出 金

５　財 産 収 入

６　繰 入 金

７　繰 越 金

８　諸 収 入

歳 入 合 計

（歳　入） （単位：千円）
平成25年度栃木県国民健康保険団体連合会後期高齢者医療事業関係業務特別会計（業務勘定）歳入歳出予算書

款 項 金　　　額

１　

２　繰 越 金

３　諸 収 入

４　借 入 金

歳 入 合 計

（歳　入） （単位：千円）
平成25年度栃木県国民健康保険団体連合会後期高齢者医療事業関係業務特別会計（後期高齢者医療診療報酬支払勘定）歳入歳出予算書

１　手 数 料

１　業 務 委 託 料

１　国 庫 補 助 金

１　県 補 助 金

１　財産運用収入
２　財産売払収入

１　他会計繰入金
２　積立金繰入金

１　繰 越 金

１　諸 収 入

款 項 金　　　額

１　総 務 費

２　審査委員会費

３　事務代行業務費

４　特別審査負担金

５　

６　積 立 金

７　

８　予 備 費

歳 出 合 計

（歳　出） （単位：千円）

１　審査支払管理費

１　審査委員会費

１　業 務 管 理 費

１　特別審査負担金

１

１　積 立 金

１

１　予 備 費

１　

１　繰 越 金

１　諸 収 入

１　借 入 金

款 項 金　　　額

１　

２　借入金償還金

３　繰 出 金　

４　予 備 費

歳 出 合 計

（歳　出） （単位：千円）

１　

１　借入金償還金

１　繰 出 金

１　予 備 費

　　レセプト電算処理
　　システム特別分担金 　　レセプト電算処理

　　システム特別分担金

　　レセプト電算
　　処理システム費 　　レセプト電算

　　処理システム費

後期高齢者医療
事務代行業務委託料

後期高齢者医療
診療報酬受入金 後期高齢者医療

診療報酬受入金

後期高齢者医療
診療報酬支出金 後期高齢者医療

診療報酬支出金

１　公費負担医療支出金

１　借入金償還金

１　繰 出 金

１　予 備 費

款 項 金　　　額

２　県 支 出 金

３　繰 越 金

４　諸 収 入

５　借 入 金

歳 入 合 計

（歳　入） （単位：千円）
平成25年度栃木県国民健康保険団体連合会診療報酬審査支払特別会計（出産育児一時金等に関する支払勘定）歳入歳出予算書

１　出産育児一時金等
　　受 入 金

１　県  補  助  金

１　繰 越 金

１　諸 収 入

１　借 入 金

１　出産育児一時金等受入金

款 項 金　　　額

２　借入金償還金

３　予 備 費

歳 出 合 計

（歳　出） （単位：千円）

１　出産育児一時金等
　　支 出 金

１　借入金償還金

１　予 備 費

１　出産育児一時金等支出金
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款 項 金　　　額

１　公費負担医療受入金

２　繰 越 金

３　諸 収 入

歳 入 合 計

（歳　入） （単位：千円）
平成25年度栃木県国民健康保険団体連合会後期高齢者医療事業関係業務特別会計（公費負担医療に関する診療報酬支払勘定）歳入歳出予算書

１　公費負担医療受入金

１　繰 越 金

１　諸 収 入

款 項 金　　　額

１　公費負担医療支出金

２　借入金償還金

３　繰 出 金

４　予 備 費

歳 出 合 計

（歳　出） （単位：千円）

１　公費負担医療支出金

１　借入金償還金

１　繰　　出　　金

１　予 備 費

款 項 金　　　額

１　求償額受入金

２　共同事業拠出金及び手数料

３　国 庫 支 出 金

４　県 支 出 金

５　繰 入 金

６　繰 越 金

７　諸 収 入

歳 入 合 計

（歳　入） （単位：千円）
平成25年度栃木県国民健康保険団体連合会第三者行為損害賠償求償事務共同処理事業特別会計歳入歳出予算書

１　求償額受入金

１　共同事業拠出金及び手数料

１　国 庫 補 助 金

１　県 補 助 金

１　他会計繰入金

１　繰 越 金

１　諸 収 入

款 項 金　　　額

１　総 務 費

２　求償額支出金

３　借入金償還金

４　予 備 費

歳 出 合 計

（歳　出） （単位：千円）

１　総 務 管 理 費

１　求償額支出金

１　借入金償還金

１　予 備 費

款 項 金　　　額

１　共同事業事務費拠出金

２　共同事業拠出金

３　国 庫 支 出 金

４　県 支 出 金

６　繰 入 金

７　繰 越 金

８　諸 収 入

歳 入 合 計

（歳　入） （単位：千円）
平成25年度栃木県国民健康保険団体連合会保険財政共同安定化事業・高額医療費共同事業特別会計歳入歳出予算書

１　共同事業事務費拠出金

１　共同事業拠出金

１　国 庫 補 助 金

１　県 補 助 金

１　他会計繰入金

１　繰 越 金

１　諸 収 入

１　超高額医療費
　　共同事業交付金

款 項 金　　　額

１　総 務 費

２　交付金支出金

４　借入金償還金

５　積 立 金

６　予 備 費

歳 出 合 計

（歳　出） （単位：千円）

１　総 務 管 理 費

１　交付金支出金

１　借入金償還金

１　積 立 金

１　予 備 費

１　超高額医療費
　　共同事業拠出金

５　超高額医療費
　　共同事業交付金

３　超高額医療費
　　共同事業拠出金

款 項 金　　　額

１　手 数 料

２　国 庫 支 出 金

３　県 支 出 金

４　負 担 金

５　主治医意見書料受入金

６　財 産 収 入

７　繰 入 金

８　繰 越 金

９　諸 収 入

10　借 入 金

　　中央会支出金
　　介護職員処遇改
　　善交付金受入金

歳 入 合 計

（歳　入） （単位：千円）
平成25年度栃木県国民健康保険団体連合会介護保険事業関係業務特別会計（業務勘定）歳入歳出予算書

１　手 数 料

１　国 庫 補 助 金

１　県 補 助 金
　　県　委　託　料

１　負 担 金

１　主治医意見書料受入金

１　積立金運用収入
２　物品売払収入

１　一般会計繰入金
２　積立金繰入金
３　他会計繰入金

１　繰 越 金

１　諸 収 入

１　借 入 金

　　中央会支出金

　　介護職員処遇改善交付金受入金

款 項 金　　　額

１　総 務 費

２　審査委員会費

４　国保中央会負担金

５　主治医意見書料支出金

６　積 立 金

７　借入金償還金

８　諸 支 出 金

９　予 備 費

　　介護職員処遇改善
　　交 付 金 支 出 金

歳 出 合 計

（歳　出） （単位：千円）

１　審査支払管理費
２　介護サービス苦情処理管理費

１　審査委員会費

１　介護サービス苦情処理委員費

１　国保中央会負担金

１　主治医意見書料支出金

１　積 立 金

１　借入金償還金

１　諸 支 出 金
２　償還金及び還付加算金

１　予 備 費

　　介護職員処遇改善交付金支出金

３　介護サービス苦
　　情処理委員費
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款 項 金　　　額
１　公費負担医療等受入金

２　繰 越 金

３　諸 収 入

４　借　　入　　金

歳 入 合 計

（歳　入） （単位：千円）
平成25年度栃木県国民健康保険団体連合会介護保険事業関係業務特別会計（公費負担医療等に関する報酬等支払勘定）歳入歳出予算書

１　公費負担医療等受入金

１　繰 越 金

１　諸 収 入

１　借　　入　　金

款 項 金　　　額

１　公費負担医療等支出金

２　借入金償還金

３　予 備 費

　　繰　　出　　金

歳 出 合 計

（歳　出） （単位：千円）

１　公費負担医療等支出金

１　借入金償還金

１　予 備 費

　　繰　　出　　金

平成25年度栃木県国民健康保険団体連合会障害者自立支援事業関係業務特別会計（業務勘定）歳入歳出予算書

歳 入 合 計

款 項 金　　　額

１　手 数 料

２　国　庫　支　出　金　

３　負 担 金

４　財　産　収　入　

５　繰 入 金

６　繰 越 金

７　諸 収 入

　　国保中央会出資金

（歳　入） （単位：千円）

１　給付費等支払手数料
２　電子証明書発行手数料受入金

１　国 庫 補 助 金

１　負 担 金

１　積立金運用収入

１　一般会計繰入金
２　積 立 金 繰 入 金

１　繰 越 金

１　諸 収 入

　　国保中央会交付金
歳 出 合 計

款 項 金　　　額

１　総 務 費

２　国保中央会負担金

３　積 立 金

４　借入金償還金

５　諸 支 出 金

６　予 備 費

（歳　出） （単位：千円）

１　支 払 管 理 費
２　電子証明書発行手数料支出金

１　国保中央会負担金

１　積 立 金

１　借入金償還金

１　諸 支 出 金
２　償還金及び還付加算金

１　予 備 費

款 項 金　　　額

２　繰 越 金

３　諸 収 入

４　借 入 金

歳 入 合 計

（歳　入） （単位：千円）
平成25年度栃木県国民健康保険団体連合会障害者自立支援事業関係業務等特別会計（障害介護給付費支払勘定）歳入歳出予算書

１　繰 越 金

１　諸 収 入

１　借 入 金

款 項 金　　　額

２　借入金償還金

３　予 備 費

歳 出 合 計

（歳　出） （単位：千円）

１　借入金償還金

１　予 備 費

１　障害介護給付費
　　受 入 金

１　障害介護給付費
　　支 出 金１　障害介護給付費受入金 １　障害介護給付費支出金

款 項 金　　　額

２　繰 越 金

３　諸 収 入

４　借 入 金

　　障害児施設給付　　費　受　入　金　

（歳　入） （単位：千円）
平成25年度栃木県国民健康保険団体連合会障害者自立支援事業関係業務等特別会計（障害児給付費支払勘定）歳入歳出予算書

１　繰 越 金

１　諸 収 入

１　借 入 金

　　障害児施設給付費受入金

款 項 金　　　額

２　借入金償還金

３　予 備 費

　　障害児施設給付　　費　支　出　金

歳 出 合 計

（歳　出） （単位：千円）

１　障害児給付費支出金

１　借入金償還金

１　予 備 費

　　障害児施設給付費支出金

１　障 　 害 　 児
　　給付費受入金

１　障害児給付費
　　支 　 出 　 金１　障害児給付費受入金

款 項 金　　　額
１　介護給付費受入金

２　繰 越 金

３　諸 収 入

４　借 入 金

歳 入 合 計

（歳　入） （単位：千円）
平成25年度栃木県国民健康保険団体連合会介護保険事業関係業務特別会計（介護給付費支払勘定）歳入歳出予算書

１　介護給付費受入金

１　繰 越 金

１　諸 収 入

１　借 入 金

款 項 金　　　額
１　介護給付費支出金

２　借入金償還金

３　繰 出 金

４　予 備 費

歳 出 合 計

（歳　出） （単位：千円）

１　介護給付費支出金

１　借入金償還金

１　繰 出 金

１　予 備 費

歳 入 合 計
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款 項 金　　　額

１　費用決済業務受入金

２　費用決済業務
　  拠出金及び手数料

３　国 庫 支 出 金

４　県 支 出 金

５　積立金運用収入

６　繰 入 金

７　繰 越 金

８　諸 収 入

歳 入 合 計

（歳　入） （単位：千円）
平成25年度栃木県国民健康保険団体連合会特定健診保健指導費用決済業務特別会計歳入歳出予算書

１　費用決済業務受入金

１　費用決済業務
　　拠出金及び手数料

１　国庫補助金

１　県 補 助 金

1　積立金運用収入

１　他会計繰入金
２　積立金繰入金

１　繰 越 金

１　諸 収 入

款 項 金　　　額

１　特定健診保健指導費

２　費用決済業務支出金

３　積 立 金

４　借入金償還金

５　予 備 費

歳 出 合 計

（歳　出） （単位：千円）

１　業 務 管 理 費

１　費用決済業務支出金

１　積 立 金

１　借入金償還金

１　予 備 費

款 項 金　　　額

１　積立金運用金

２　貸付金償還金

３　繰 越 金

４　諸 収 入

歳 入 合 計

（歳　入） （単位：千円）
平成25年度栃木県国民健康保険団体連合会職員厚生資金貸付金特別会計歳入歳出予算書

１　積立金運用金

１　貸付金償還金

１　繰 越 金

１　諸 収 入

款 項 金　　　額

１　貸 付 金

２　運用金返還金

３　予 備 費

歳 出 合 計

（歳　出） （単位：千円）

１　貸 付 金

１　返 還 金

１　予 備 費

歳 入 合 計

１　国 庫 支 出 金

２　特定資産収入

３　預託金取崩収入

４　特定資産運用収入

５　借 入 金

６　諸 収 入

７　繰 越 金

１　国 庫 交 付 金

１　基金取崩収入

１　預託金取崩収入

１　基金運用収入

１　借 入 金

１　諸 収 入

１　繰 越 金

款 項 金　　　額
（歳　入） （単位：千円）
平成25年度栃木県国民健康保険団体連合会国保高齢者医療制度円滑導入基金事業特別会計歳入歳出予算書

款 項 金　　　額
１　総 務 費

２　事 業 費

３　特定資産支出

４　借入金償還金

５　諸 支 出 金

６　繰 出 金

７　予 備 費

歳 出 合 計

（歳　出） （単位：千円）

１　総 務 管 理 費

１　基 金 事 業 費

１　基金繰入支出

１　借入金償還金

１　諸 支 出 金

１　他会計繰出金

１　予 備 費
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平成 15 年度

国民健康保険事業運営に係る
留 意 事 項

平成25年4月
栃木県保健福祉部国保医療課

平成 25 年度

国民健康保険事業運営に係る
留 意 事 項

事
業
運
営
に
当
た
っ
て
の

　
　
　
　
　
　

留
意
事
項

保
険
者
に
関
す
る
事
項

は
じ
め
に

我
が
国
に
お
け
る
少
子
高
齢
化
の
進
行
、

就
業
構
造
の
変
化
等
に
よ
り
医
療
保
険
制

度
間
の
負
担
の
不
均
衡
が
生
じ
、
疾
病
構

造
の
変
化
、
医
療
技
術
の
高
度
化
な
ど
の

要
因
と
も
相
ま
っ
て
医
療
費
の
大
幅
な
増

大
を
も
た
ら
し
、
国
保
制
度
が
抱
え
る
脆

弱
な
財
政
基
盤
と
い
う
構
造
問
題
は
、
一

層
厳
し
さ
を
増
し
て
い
る
。

国
民
健
康
保
険
事
業
を
健
全
に
運
営
す

る
た
め
に
は
、
制
度
改
正
に
適
切
に
対
応

す
る
と
と
も
に
、
適
用
の
適
正
化
、
保
険

料
（
税
）
収
入
の
確
保
、医
療
費
適
正
化
等
、

不
断
の
取
組
が
必
要
で
あ
る
。

特
に
、
本
県
の
市
町
村
保
険
者
に
お
け

る
国
民
健
康
保
険
税
の
収
納
率
向
上
へ
の

取
組
は
喫
緊
の
課
題
で
あ
る
。
平
成
23
年

度
の
収
納
率
は
、
87
・
04
％
で
あ
り
、
平

成
22
年
度
の
収
納
率
を
１
・
03
ポ
イ
ン
ト

上
ま
わ
っ
た
も
の
の
、
全
国
と
比
較
し
て

も
本
県
の
収
納
率
は
依
然
と
し
て
低
い
状

況
で
あ
る
。

本
書
は
、
こ
う
し
た
状
況
を
踏
ま
え
、
市

町
村
保
険
者
、
国
民
健
康
保
険
組
合
及
び

国
民
健
康
保
険
団
体
連
合
会
に
お
け
る
、
平

成
25
年
度
の
国
民
健
康
保
険
事
業
運
営
上

の
留
意
事
項
に
つ
い
て
取
り
ま
と
め
た
も

の
で
あ
る
。

１　

事
業
計
画
等

⑴　

事
業
計
画
の
策
定

事
業
計
画
の
策
定
に
つ
い
て
は
、
国
保

事
業
の
適
正
か
つ
安
定
的
な
運
営
を
図
る

た
め
、
事
業
運
営
の
実
情
を
把
握
分
析
し
、

そ
れ
ら
の
検
討
結
果
を
踏
ま
え
た
重
点
事

項
の
設
定
及
び
目
標
の
設
定
を
す
る
と
と

も
に
、
目
標
達
成
の
た
め
の
具
体
的
な
実

施
体
制
、
実
施
方
法
及
び
関
連
事
業
と
の

連
携
等
を
明
確
に
す
る
こ
と
。

⑵　

予
算
の
編
成

予
算
の
編
成
に
つ
い
て
は
、
毎
年
度
、
厚

生
労
働
省
保
険
局
長
及
び
国
民
健
康
保
険

課
長
か
ら
通
知
さ
れ
る
予
算
編
成
方
針
等

に
基
づ
き
行
う
こ
と
。

⑶　

赤
字
保
険
者
に
お
け
る
財
政
の
健
全
化

赤
字
保
険
者
に
つ
い
て
は
、
財
政
の
健

全
化
を
図
る
た
め
、
具
体
的
な
赤
字
解
消

計
画
を
策
定
し
、
事
業
運
営
に
必
要
な
保

険
料
（
税
）
の
適
切
な
設
定
、
収
納
率
向

上
対
策
及
び
医
療
費
適
正
化
対
策
等
を
積

極
的
に
取
り
組
む
こ
と
。
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２　

適
用
の
適
正
化

⑴　

被
保
険
者
の
適
用

（
ア
）　

被
保
険
者
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

「
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
か
か
る

適
用
及
び
保
険
料
（
税
）
の
賦
課
の
適

正
化
に
つ
い
て
（
通
知
）」（
平
成
５
年

11
月
15
日
保
険
発
第
１
２
３
号
）
に
基

づ
き
、「
国
民
健
康
保
険
の
適
用
事
務
に

お
け
る
年
金
被
保
険
者
情
報
の
活
用
に

つ
い
て
（
通
知
）」（
平
成
23
年
２
月
22

日
保
国
発
０
２
２
２
第
１
号
）
及
び
「
国

民
健
康
保
険
の
適
用
事
務
に
お
け
る
年

金
被
保
険
者
情
報
の
活
用
に
つ
い
て
の

一
部
改
正
に
つ
い
て
（
通
知
）」（
平
成

23
年
12
月
16
日
保
国
発
１
２
１
６
第
１

号
）
に
よ
り
活
用
が
可
能
と
な
っ
た
国

民
年
金
被
保
険
者
情
報
を
活
用
す
る
等
、

未
適
用
者
を
早
期
か
つ
的
確
に
把
握
し
、

早
期
適
用
を
促
進
す
る
と
と
も
に
、
遡

及
適
用
者
に
つ
い
て
は
的
確
に
遡
及
賦

課
を
行
う
こ
と
。

（
イ
）　

退
職
被
保
険
者
等
の
適
用
に
つ
い

て
は
、「
国
民
健
康
保
険
の
退
職
被
保
険

者
等
に
係
る
適
用
に
つ
い
て
（
通
知
）」

（
平
成
15
年
３
月
31
日
保
国
発
第
０
３
３

１
０
０
３
号
）、「
国
民
健
康
保
険
の
退

職
被
保
険
者
等
に
係
る
適
用
の
適
正
化

対
策
に
つ
い
て
（
通
知
）」（
平
成
17
年

９
月
16
日
保
国
発
第
０
９
１
６
０
０
１

号
）、
及
び
「
国
民
健
康
保
険
の
適
用
事

務
に
お
け
る
年
金
被
保
険
者
情
報
の
活

用
に
つ
い
て
の
一
部
改
正
に
つ
い
て
（
通

知
）」（
平
成
23
年
12
月
16
日
保
国
発
１

２
１
６
第
１
号
）
に
基
づ
き
、
年
金
受

給
権
者
一
覧
表
等
の
年
金
情
報
の
活
用

等
に
よ
り
早
期
に
把
握
・
適
用
し
、
適

用
の
適
正
化
を
推
進
す
る
と
と
も
に
、
被

保
険
者
資
格
の
遡
及
に
伴
う
療
養
給
付

費
負
担
金
及
び
療
養
給
付
費
交
付
金
の

振
替
整
理
を
適
正
に
行
う
こ
と
。

（
ウ
）　

特
に
退
職
被
保
険
者
の
被
扶
養
者

に
係
る
適
用
に
つ
い
て
は
、「
国
民
健
康

保
険
の
退
職
被
保
険
者
の
被
扶
養
者
に

係
る
適
用
の
適
正
化
対
策
の
徹
底
に
つ

い
て
（
通
知
）」（
平
成
19
年
９
月
18
日

保
国
発
第
０
９
１
８
０
０
１
号
）
及
び

「
国
民
健
康
保
険
の
退
職
被
保
険
者
の
被

扶
養
者
に
係
る
適
用
に
つ
い
て
（
通
知
）」

（
平
成
20
年
３
月
31
日
保
国
発
第
０
３
３

１
０
０
１
号
）」
に
基
づ
き
、
職
権
適
用

を
実
施
す
る
等
適
用
の
適
正
化
を
推
進

す
る
こ
と
。

（
エ
）　

外
国
人
の
適
用
に
つ
い
て
は
、「
外

国
人
に
係
る
国
民
健
康
保
険
の
適
用
促

進
に
つ
い
て
（
通
知
）」（
平
成
10
年
５

月
13
日
保
険
発
第
83
号
） 

、「
外
国
人
に

対
す
る
国
民
健
康
保
険
の
適
用
に
つ
い

て
（
通
知
）」（
平
成
16
年
６
月
８
日
保

国
発
第
０
６
０
８
０
０
１
号
）
及
び
「
国

民
健
康
保
険
法
施
行
規
則
第
１
条
第
１

号
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が

定
め
る
者
の
一
部
改
正
に
つ
い
て
（
通

知
）」（
平
成
22
年
６
月
24
日
保
発
第
０

６
２
４
第
１
号
）
に
基
づ
き
、
適
正
に

行
う
こ
と
。 

　

な
お
、「
国
民
健
康
保
険
法
施
行
規
則

及
び
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る

法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省

令
」（
平
成
24
年
厚
生
労
働
省
令
第
７
号
）

及
び
「
国
民
健
康
保
険
法
施
行
規
則
第

一
条
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労

働
大
臣
が
別
に
定
め
る
者
の
一
部
を
改

正
す
る
件
（
平
成
24
年
厚
生
労
働
省
告

示
第
23
号
）
が
平
成
24
年
７
月
９
日
か

ら
適
用
さ
れ
て
い
る
の
で
、
適
正
な
取

扱
に
努
め
る
こ
と
。

⑵　

居
所
不
明
被
保
険
者
の
確
認

居
所
不
明
の
被
保
険
者
に
係
る
資
格
喪

失
の
確
認
に
つ
い
て
は
、「
国
民
健
康
保
険

の
被
保
険
者
資
格
の
喪
失
確
認
処
理
に
係

る
取
扱
い
に
つ
い
て
（
通
知
）」（
平
成
４

年
３
月
31
日
保
険
発
第
40
号
）
に
基
づ
き
、

取
扱
要
領
を
作
成
し
、
的
確
に
行
う
こ
と
。

⑶　

 

適
用
の
適
正
化
調
査

適
用
の
適
正
化
調
査
に
つ
い
て
は
、「
国

民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
の
適
用
の
適
正

化
及
び
第
三
者
行
為
に
係
る
求
償
権
の
行

使
に
つ
い
て
（
通
知
）」（
昭
和
50
年
７
月

１
日
保
険
発
第
63
号
）
に
基
づ
き
「
適
用

の
適
正
化
月
間
」
を
設
定
し
、
適
用
の
適

正
化
を
推
進
す
る
こ
と
。

３　

適
正
な
賦
課

⑴
保
険
料
（
税
）
の
算
定
の
基
礎
と
な

る
所
得
に
つ
い
て
は
、
的
確
に
把
握
す
る

こ
と
。 

ま
た
、
申
告
の
な
い
世
帯
及
び
保
険
料

（
税
）
の
軽
減
対
象
世
帯
等
に
つ
い
て
は
、

関
係
機
関
と
連
携
を
密
に
し
、
積
極
的
に

実
地
調
査
を
行
う
等
的
確
に
所
得
を
把
握

す
る
こ
と
。 

な
お
、
共
有
名
義
の
固
定
資
産
に
係
る

資
産
割
額
の
算
定
に
つ
い
て
は
、「
共
有
名

義
の
固
定
資
産
に
係
る
国
民
健
康
保
険
料

（
税
）
の
資
産
割
額
の
算
定
に
つ
い
て
（
通

知
）」（
平
成
20
年
１
月
18
日
保
国
発
第
０

１
１
８
０
０
１
号
）
に
基
づ
き
、
持
ち
分

に
応
じ
て
適
正
に
按
分
賦
課
を
行
う
こ
と
。 

⑵
保
険
料
（
税
）
の
賦
課
割
合
及
び
賦
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課
限
度
額
に
つ
い
て
は
、
被
保
険
者
間
に

お
け
る
負
担
の
不
均
衡
の
是
正
、
中
間
所

得
者
層
の
過
重
な
負
担
の
軽
減
を
図
る
観

点
か
ら
、
適
切
な
設
定
を
行
う
こ
と
。

⑶
国
民
健
康
保
険
か
ら
後
期
高
齢
者
医

療
制
度
に
移
行
し
た
者
が
い
る
世
帯
に
お

け
る
保
険
料
（
税
）
に
つ
い
て
、
平
成
25

年
度
か
ら
所
得
割
に
係
る
軽
減
判
定
所
得

の
算
定
特
例
が
恒
久
化
す
る
ほ
か
、
平
等

割
の
減
額
措
置
が
延
長
さ
れ
る
こ
と
を
踏

ま
え
、
適
正
な
対
応
を
行
う
こ
と
。
ま
た
、

被
用
者
保
険
か
ら
後
期
高
齢
者
医
療
制
度

に
移
行
し
た
こ
と
に
伴
い
、
被
扶
養
者
か

ら
国
保
被
保
険
者
と
な
っ
た
者
に
係
る
条

例
減
免
に
つ
い
て
も
、
引
き
続
き
配
慮
す

る
こ
と
。

４　

保
険
料
（
税
）
収
入
の
確
保

⑴　

徴
収
計
画
の
策
定

市
町
村
保
険
者
の
徴
収
計
画
に
つ
い
て

は
、
県
が
広
域
化
等
支
援
方
針
の
中
で
定

め
た
保
険
者
規
模
別
収
納
率
目
標
を
踏
ま

え
、
滞
納
者
の
実
態
（
滞
納
原
因
別
、
所

得
階
層
別
、
職
業
別
、
地
区
別
等
）
に
基

づ
き
目
標
収
納
率
を
設
定
す
る
と
と
も
に
、

地
域
の
実
情
に
応
じ
て
、
目
標
を
達
成
す

る
た
め
の
実
施
体
制
、
実
施
方
法
等
具
体

的
な
計
画
を
策
定
す
る
こ
と
。

⑵　

納
期
内
納
入
の
促
進
等

保
険
料
（
税
）
の
納
入
に
つ
い
て
は
、
納

期
内
納
入
の
促
進
を
図
る
た
め
に
口
座
振

替
を
推
進
す
る
ほ
か
、
多
様
な
納
付
方
法

を
採
用
す
る
等
、
納
付
し
や
す
い
環
境
整

備
を
推
進
す
る
と
と
も
に
被
保
険
者
に
対

す
る
効
果
的
な
啓
発
活
動
を
積
極
的
に
行

う
こ
と
。

⑶　

滞
納
者
対
策

（
ア
）
保
険
料
（
税
）
の
確
保
を
図
る
た
め
、

早
期
に
滞
納
者
の
実
態
把
握
及
び
適
切

な
対
応
を
行
う
こ
と
。

（
イ
）
特
別
の
事
情
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら

ず
保
険
料
（
税
）
を
滞
納
し
て
い
る
い

わ
ゆ
る
悪
質
滞
納
者
に
対
す
る
被
保
険

者
資
格
証
明
書
の
交
付
及
び
保
険
給
付

の
一
時
支
払
差
止
め
等
の
措
置
に
つ
い

て
は
、「
国
民
健
康
保
険
の
保
険
料
（
税
）

を
滞
納
し
て
い
る
世
帯
主
等
に
対
す
る

措
置
の
取
扱
い
に
つ
い
て
（
通
知
）」（
平

成
12
年
３
月
28
日
保
険
発
第
41
号
）
に

基
づ
き
、
適
正
に
行
う
こ
と
。 

　

た
だ
し
、
出
産
育
児
一
時
金
に
つ
い

て
は
、
国
民
健
康
保
険
法
施
行
規
則
（
昭

和
33
年
厚
生
省
令
第
53
号
）
第
10
条
に

よ
る
一
時
差
止
を
行
わ
な
い
措
置
が
平

成
23
年
４
月
以
降
も
継
続
さ
れ
て
い
る

の
で
留
意
す
る
こ
と
。 

　

な
お
、
短
期
被
保
険
者
証
の
交
付
に

つ
い
て
は
、
交
付
事
務
を
通
じ
て
で
き

る
だ
け
滞
納
者
と
接
触
す
る
機
会
を
確

保
し
、
保
険
料
（
税
）
を
納
め
る
こ
と

が
で
き
な
い
特
別
な
事
情
の
適
切
な
把

握
に
努
め
、
機
械
的
な
対
応
に
な
る
こ

と
の
な
い
よ
う
、
き
め
細
か
な
納
付
相

談
を
行
う
こ
と
。 

　

ま
た
、
滞
納
者
の
状
況
に
応
じ
、
通

常
に
比
べ
更
新
ま
た
は
検
認
の
期
間
が

短
い
被
保
険
者
証
を
交
付
す
る
な
ど
、
被

保
険
者
証
の
交
付
方
法
を
工
夫
し
て
納

付
相
談
の
機
会
の
確
保
を
図
り
、
滞
納

者
を
解
消
す
る
こ
と
。 

（
ウ
）
被
保
険
者
が
、
再
三
の
督
促
、
催
告

に
も
か
か
わ
ら
ず
納
入
、
催
告
に
応
じ

な
い
場
合
に
は
、
負
担
の
公
平
の
観
点

か
ら
差
押
予
告
通
知
書
を
送
付
し
、
積

極
的
に
差
押
え
を
行
う
こ
と
。 

（
エ
）
納
付
義
務
者
が
保
険
料
（
税
）
を
納

期
限
ま
で
に
完
納
し
な
い
場
合
は
、
必

ず
延
滞
金
を
調
定
し
、
徴
収
す
る
こ
と
。 

（
オ
）
保
険
料
（
税
）
の
不
納
欠
損
処
分
に

つ
い
て
は
、
資
産
の
状
況
等
の
調
査
結

果
に
基
づ
き
や
む
を
得
な
い
も
の
に
限

り
厳
正
に
行
う
こ
と
。 

⑷　

徴
収
体
制
の
充
実

滞
納
保
険
料
（
税
）
の
徴
収
に
つ
い
て
は
、

全
庁
体
制
の
確
立
や
嘱
託
徴
収
員
の
採
用

な
ど
、
徴
収
体
制
の
整
備
を
図
り
、
積
極

的
な
徴
収
活
動
（
例
え
ば
休
日
、
夜
間
等

の
戸
別
徴
収
等
）
及
び
啓
発
活
動
を
行
う

こ
と
。 

ま
た
、
嘱
託
徴
収
員
等
を
活
用
し
て
い

る
保
険
者
に
つ
い
て
は
、
嘱
託
徴
収
員
等

の
み
に
任
せ
る
こ
と
な
く
役
割
分
担
を
定

め
、
職
員
と
の
連
携
に
よ
る
戸
別
徴
収
を

積
極
的
か
つ
効
率
的
に
取
り
組
む
こ
と
。

⑸　

そ
の
他
の
収
納
対
策 

上
記
⑴
か
ら
⑷
の
ほ
か
、
保
険
料
（
税
）

収
納
率
の
確
保
・
向
上
等
の
対
策
と
し
て
、

「
収
納
対
策
緊
急
プ
ラ
ン
の
策
定
等
に
つ
い

て
（
通
知
）」（
平
成
17
年
２
月
15
日
保
国

発
第
０
２
１
５
０
０
１
号
）
等
を
参
考
に
、

効
果
的
な
収
納
対
策
に
積
極
的
に
取
り
組

む
こ
と
。
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５　

医
療
費
の
適
正
化

⑴　

医
療
費
等
の
分
析 

医
療
費
等
の
分
析
に
つ
い
て
は
、
診
療

諸
率
の
経
年
的
な
傾
向
把
握
、
他
の
保
険

者
と
の
医
療
費
実
態
の
比
較
、
疾
病
構
造
、

長
期
入
院
者
及
び
重
複
・
頻
回
受
診
者
の

動
向
の
把
握
・
分
析
等
に
よ
り
、
医
療
費

等
の
現
状
と
問
題
点
を
的
確
に
把
握
し
、
医

療
費
の
適
正
化
に
必
要
な
施
策
に
反
映
す

る
こ
と
。 

ま
た
、
将
来
に
向
け
て
医
療
費
適
正
化

対
策
を
効
果
的
に
実
施
す
る
た
め
、
連
合

会
等
と
連
携
し
、調
査
・
研
究
を
行
う
こ
と
。 

な
お
、
連
合
会
か
ら
提
供
さ
れ
る
疾
病

統
計
、
長
期
入
院
者
、
重
複
・
頻
回
受
診

者
の
資
料
を
十
分
活
用
し
、
医
療
費
適
正

化
対
策
の
内
容
を
充
実
す
る
こ
と
。

⑵　

診
療
報
酬
明
細
書
の
点
検
調
査  

診
療
報
酬
明
細
書
（
以
下
「
レ
セ
プ
ト
」

と
い
う
。）
の
点
検
調
査
に
つ
い
て
は
、「
国

民
健
康
保
険
の
診
療
報
酬
明
細
書
点
検
調

査
事
務
処
理
要
領
に
つ
い
て
（
通
知
）」（
昭

和
55
年
５
月
10
日
保
険
発
第
42
号
）
に
基

づ
き
実
施
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
被

保
険
者
資
格
の
点
検
、
調
剤
報
酬
明
細
書

と
の
突
合
、
縦
覧
点
検
な
ど
に
つ
い
て
は
、

強
化
さ
れ
た
連
合
会
の
レ
セ
プ
ト
審
査
機

能
を
活
用
す
る
等
、
よ
り
効
率
的
な
調
査

を
実
施
す
る
こ
と
。 

特
に
、
連
合
会
の
共
同
事
業
の
活
用
に

よ
る
的
確
な
第
三
者
行
為
求
償
事
務
な
ど

を
実
施
し
、
レ
セ
プ
ト
点
検
調
査
等
を
充

実
・
強
化
す
る
こ
と
。 

ま
た
、
レ
セ
プ
ト
点
検
調
査
を
計
画
的

に
実
施
す
る
た
め
の
点
検
体
制
の
整
備
に

つ
い
て
は
、
医
療
事
務
経
験
者
等
を
嘱
託

員
に
採
用
す
る
な
ど
し
て
充
実
す
る
こ
と
。 

⑶　

後
発
医
薬
品
及
び
適
正
受
診
に
対
す
る
周
知
・
啓
発 

後
発
医
薬
品
に
つ
い
て
は
、
後
発
医
薬

品
希
望
カ
ー
ド
の
配
布
及
び
後
発
医
薬
品

を
使
用
し
た
場
合
の
医
療
費
の
額
の
通
知

（
差
額
通
知
）
等
、
後
発
医
薬
品
の
積
極
的

な
活
用
を
促
進
す
る
こ
と
。 

ま
た
、
柔
道
整
復
師
等
の
施
術
に
お
け

る
保
険
給
付
の
範
囲
等
に
つ
い
て
、
広
報

等
に
よ
り
柔
道
整
復
療
養
費
等
に
対
す
る

被
保
険
者
の
関
心
を
高
め
、
適
正
化
を
進

め
る
こ
と
。 

⑷　

在
宅
医
療
等
の
推
進 

在
宅
医
療
等
の
推
進
に
つ
い
て
は
、
い

わ
ゆ
る
社
会
的
入
院
の
解
消
が
課
題
と
な

っ
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
長
期
入
院
者

の
把
握
と
と
も
に
、
在
宅
医
療
等
が
可
能

な
者
に
つ
い
て
は
、
保
健
師
の
訪
問
活
動

な
ど
保
健
・
医
療
・
福
祉
関
係
者
の
協
力

を
得
て
、
家
庭
復
帰
や
特
別
養
護
老
人
ホ

ー
ム
、
老
人
保
健
施
設
へ
の
入
所
等
を
推

進
す
る
こ
と
。 

⑸　

重
複
・
頻
回
受
診
者
対
策
の
推
進

重
複
・
頻
回
受
診
者
に
対
す
る
保
健
師

の
訪
問
活
動
に
つ
い
て
は
、「
重
複
・
頻
回

受
診
者
に
係
る
医
療
費
適
正
化
対
策
の
推

進
に
つ
い
て
（
通
知
）」（
平
成
10
年
８
月

５
日
保
険
発
第
１
２
６
号
）
に
基
づ
き
、
積

極
的
に
推
進
す
る
こ
と
。

６　

保
健
事
業

⑴　

保
健
事
業
の
推
進 

保
健
事
業
の
推
進
に
つ
い
て
は
、
特
定

健
康
診
査
・
特
定
保
健
指
導
の
実
施
率
の

向
上
を
図
る
と
と
も
に
、
医
療
費
等
の
分

析
結
果
に
基
づ
き
保
健
・
福
祉
部
門
等
関

係
部
局
、
関
係
機
関
と
の
連
携
を
図
り
つ

つ
健
康
診
査
、
保
健
指
導
、
健
康
教
育
、
健

康
相
談
、
訪
問
指
導
等
効
果
的
か
つ
効
率

的
な
施
策
を
講
ず
る
こ
と
。 

⑵　

直
営
診
療
施
設

保
険
者
が
設
置
す
る
直
営
診
療
施
設
に

つ
い
て
は
、
国
保
の
被
保
険
者
を
始
め
と

し
た
地
域
住
民
に
対
し
て
、
保
健
・
医
療
・

福
祉
の
各
般
に
わ
た
る
総
合
的
な
処
遇
を

行
う
う
え
で
極
め
て
重
要
な
役
割
を
果
た

す
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
る
の
で
、
地
域

住
民
に
対
す
る
医
療
・
健
康
に
関
す
る
相

談
部
門
を
設
置
す
る
な
ど
、
総
合
的
な
機

能
が
発
揮
で
き
る
よ
う
充
実
す
る
こ
と
。

７　

事
務
処
理
の
適
正
化

⑴　

補
助
金
申
請
事
務
等
の
適
正
化

補
助
金
の
申
請
等
に
係
る
事
務
処
理
に

つ
い
て
は
、
会
計
実
地
検
査
等
に
お
い
て
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多
数
の
不
適
正
な
事
務
処
理
が
判
明
し
て

い
る
こ
と
か
ら
、
自
主
点
検
に
よ
る
適
正

化
を
実
施
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
今
後

は
、「
国
民
健
康
保
険
関
係
国
庫
補
助
金
等

に
か
か
る
事
務
処
理
の
適
正
化
に
つ
い
て

（
通
知
）」（
平
成
９
年
９
月
29
日
保
険
発
第

１
２
４
号
）
等
関
係
通
知
を
参
考
に
し
て
、

適
正
な
事
務
処
理
の
た
め
に
必
要
な
体
制

の
整
備
を
図
る
こ
と
。

⑵　

不
正
及
び
事
故
の
防
止

不
正
及
び
事
故
の
防
止
に
つ
い
て
は
、
不

正
及
び
事
故
の
発
生
を
未
然
に
防
止
す
る

た
め
、
事
務
処
理
方
式
の
見
直
し
、
相
互

牽
制
体
制
等
の
管
理
体
制
の
充
実
及
び
自

主
的
監
査
の
実
施
等
不
正
及
び
事
故
の
防

止
に
万
全
を
期
す
こ
と
。 

ま
た
、
不
正
及
び
事
故
が
発
生
し
た
場

合
は
、
速
や
か
に
県
に
報
告
す
る
こ
と
。

８　

そ
の
他

⑴　

国
民
健
康
保
険
運
営
協
議
会
の
充
実  

国
民
健
康
保
険
運
営
協
議
会
に
つ
い
て

は
、
国
保
事
業
の
適
正
か
つ
安
定
的
な
運

営
を
図
る
た
め
に
重
要
な
審
議
機
関
で
あ

る
の
で
、
事
業
運
営
の
課
題
・
問
題
点
を

十
分
に
審
議
す
る
等
積
極
的
に
開
催
す
る

こ
と
。

⑵　

保
険
者
協
議
会
に
お
け
る
各
保
険
者
と
の
連
携
・
協
力   

保
険
者
協
議
会
に
つ
い
て
は
、
保
健
事

業
等
の
効
率
的
で
円
滑
な
事
業
運
営
を
図

る
た
め
、
各
保
険
者
と
の
連
携
・
協
力
に

努
め
る
こ
と
。

⑶　

情
報
開
示

レ
セ
プ
ト
開
示
に
つ
い
て
は
、「
診
療
報

酬
明
細
書
等
の
被
保
険
者
へ
の
開
示
に
つ

い
て
（
通
知
）」（
平
成
17
年
３
月
31
日
保

発
第
０
３
３
１
０
０
７
号
）（
平
成
23
年
６

月
20
日
付
け
保
保
発
０
６
２
０
第
１
号
に

よ
り
一
部
改
正
）
に
基
づ
き
行
う
こ
と
。

⑷　

国
民
健
康
保
険
組
合
に
関
す
る
重
点
事
項

①
被
保
険
者
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
組
合

規
約
に
定
め
る
組
合
員
の
業
種
、
住
所
、

勤
務
先
の
業
態
及
び
健
康
保
険
の
適
用

除
外
承
認
手
続
き
の
確
認
を
徹
底
す
る

こ
と
。 

　

ま
た
、
定
期
的
に
被
保
険
者
資
格
の

確
認
を
行
う
な
ど
、
適
正
な
取
扱
い
を

徹
底
す
る
こ
と
。 

②
「
国
民
健
康
保
険
組
合
に
お
け
る
法
令

遵
守
（
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
）
体
制
の

整
備
に
つ
い
て
（
通
知
）」（
平
成
22
年

９
月
10
日
保
国
発
０
９
１
０
第
１
号
）
に

基
づ
き
、
法
令
遵
守
体
制
の
整
備
に
取

り
組
む
こ
と
。 

連
合
会
に
関
す
る
事
項

１　

審
査
の
充
実
強
化

レ
セ
プ
ト
の
審
査
支
払
事
務
に
つ
い
て

は
、
審
査
専
門
部
会
の
審
査
対
象
の
拡
大
、

事
務
点
検
期
間
及
び
審
査
委
員
会
に
お
け

る
審
査
期
間
の
延
長
な
ど
に
よ
り
事
務
共

助
の
充
実
及
び
審
査
体
制
を
拡
充
し
、
審

査
の
充
実
・
強
化
及
び
効
率
化
に
努
め
る

こ
と
。

２　

保
険
者
支
援

⑴　

保
険
者
事
務
共
同
電
算
処
理
事
業
等
の
充
実
・
強
化 

保
険
者
事
務
共
同
電
算
処
理
事
業
及
び

第
三
者
行
為
求
償
事
務
共
同
事
業
に
つ
い

て
は
、
保
険
者
の
事
務
処
理
の
効
率
化
等

を
図
る
た
め
充
実
・
強
化
す
る
こ
と
。

⑵　

医
療
費
分
析
等
の
充
実
・
活
用

医
療
費
分
析
等
に
つ
い
て
は
、
保
険
者

に
お
い
て
医
療
費
等
の
分
析
結
果
に
基
づ

く
効
果
的
な
保
健
事
業
の
実
施
を
図
る
た

め
、
疾
病
統
計
及
び
重
複
・
頻
回
受
診
者

リ
ス
ト
等
の
充
実
を
図
る
と
と
も
に
そ
の

活
用
方
法
の
教
示
等
を
行
う
こ
と
。 

な
お
、
疾
病
統
計
等
に
つ
い
て
は
、
保

険
者
に
と
っ
て
有
効
か
つ
必
要
な
も
の
と

な
っ
て
い
る
か
活
用
状
況
を
把
握
し
、
的

確
な
情
報
を
提
供
す
る
と
と
も
に
電
算
事

務
の
効
率
化
を
推
進
す
る
こ
と
。 
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⑶　

レ
セ
プ
ト
点
検
調
査
の
支
援 

レ
セ
プ
ト
点
検
調
査
の
支
援
に
つ
い
て

は
、
保
険
者
に
お
け
る
レ
セ
プ
ト
点
検
調

査
の
内
容
点
検
の
充
実
を
図
る
た
め
、
保

険
者
の
実
態
に
応
じ
た
レ
セ
プ
ト
点
検
調

査
に
係
る
研
修
及
び
内
容
点
検
を
的
確
に

行
う
た
め
の
情
報
提
供
等
積
極
的
な
支
援

を
行
う
こ
と
。 

⑷　

保
健
事
業
の
支
援  

保
健
事
業
の
支
援
に
つ
い
て
は
、
特
定

健
康
診
査
・
特
定
保
健
指
導
の
円
滑
な
実

施
を
図
る
と
と
も
に
、
保
険
者
に
お
け
る

保
健
事
業
の
推
進
を
図
る
た
め
、
健
診
結

果
デ
ー
タ
等
を
活
用
し
て
各
保
険
者
の
実

態
に
応
じ
た
効
果
的
な
保
健
事
業
の
企
画
、

評
価
、
調
査
・
研
究
な
ど
、
各
種
の
施
策

の
支
援
を
行
う
と
と
も
に
保
健
師
活
動
を

充
実
す
る
こ
と
。 

ま
た
、
保
険
者
が
行
う
保
健
・
福
祉
事

業
と
の
連
携
に
配
意
し
た
保
健
事
業
の
展

開
に
対
す
る
支
援
等
に
も
配
意
す
る
こ
と
。

⑸　

在
宅
医
療
等
の
推
進
支
援 

在
宅
医
療
等
の
推
進
支
援
に
つ
い
て
は
、

長
期
入
院
者
の
う
ち
、
必
ず
し
も
入
院
治

療
を
必
要
と
し
な
い
と
思
わ
れ
る
者
の
在

宅
医
療
等
の
推
進
を
図
る
た
め
、
必
要
な

各
種
情
報
の
提
供
な
ど
、
保
険
者
の
支
援

を
行
う
こ
と
。 

⑹　

保
険
料
（
税
）
収
納
率
向
上
対
策
の
支
援 

連
合
会
の
保
険
料
（
税
）
収
納
率
向
上

ア
ド
バ
イ
ザ
ー
を
活
用
し
て
、
保
険
者
に

対
し
て
長
期
滞
納
・
収
納
困
難
事
案
へ
の

対
応
方
法
の
相
談
及
び
職
員
研
修
に
よ
る

職
員
の
資
質
向
上
等
収
納
率
向
上
の
た
め

の
保
険
者
支
援
を
行
う
こ
と
。 

３　

そ
の
他

⑴　

審
査
支
払
事
務
の
受
託
環
境
の
整
備

審
査
コ
ス
ト
の
見
え
る
化
の
た
め
に
複

式
簿
記
の
導
入
を
検
討
す
る
な
ど
、
連
合

会
の
非
会
員
で
あ
る
保
険
者
が
連
合
会
に

審
査
支
払
の
委
託
を
行
う
こ
と
が
で
き
る

環
境
整
備
を
図
る
こ
と
。

⑵　

個
人
情
報
保
護
の
徹
底

連
合
会
が
扱
う
個
人
情
報
に
つ
い
て
は
、

個
人
情
報
保
護
法
及
び
「
国
民
健
康
保
険

団
体
連
合
会
に
お
け
る
個
人
情
報
保
護
の

適
切
な
取
扱
い
の
た
め
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

に
つ
い
て
」（
平
成
17
年
９
月
15
日
保
発
第

０
９
１
５
０
０
３
号
）
に
基
づ
き
個
人
情

報
保
護
を
徹
底
す
る
こ
と
。

⑶　

事
務
の
改
善
等  

連
合
会
に
お
け
る
不
正
及
び
事
故
の
防

止
に
つ
い
て
は
、
保
険
者
に
関
す
る
事
項

の
７
の
⑵
に
準
じ
て
実
施
す
る
こ
と
。
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そ
れ
は
も
う
数
十
年
前
、
町
の
採
用
試

験
申
込
書
の
趣
味
の
欄
に
は
、
読
書
と
ド

ラ
イ
ブ
と
書
い
た
と
思
い
ま
す
。
ド
ラ
イ

ブ
は
、
友
だ
ち
と
あ
ち
こ
ち
に
車
で
出
か

け
て
い
た
の
で
間
違
い
で
は
な
い
と
思
い

ま
す
が
、
読
書
と
い
う
の
は
甚
だ
怪
し
い

限
り
で
す
。

　

就
職
し
て
か
ら
、
テ
ニ
ス
や
ス
キ
ー
を

始
め
ま
し
た
。
趣
味
と
い
う
部
類
に
入
る

か
ど
う
か
は
別
に
し
て
、
職
場
の
先
輩
や

友
だ
ち
と
テ
ニ
ス
コ
ー
ト
を
予
約
し
て
、

仕
事
が
終
わ
る
と
ボ
ー
ル
を
打
ち
合
い
ま

し
た
。
休
日
に
は
炎
天
下
で
も
ハ
ー
ド
コ

ー
ト
の
上
を
走
り
ま
わ
っ
て
い
ま
し
た
。

冬
に
な
る
と
、
寒
い
夜
明
け
前
に
起
き
だ

し
て
ス
キ
ー
場
に
向
か
い
、
一
日
中
、
そ

れ
は
ハ
ム
ス
タ
ー
が
ゲ
ー
ジ
の
中
で
回
し

車
に
乗
っ
て
い
る
よ
う
に
、
リ
フ
ト
と
ゲ

レ
ン
デ
を
滑
り
回
っ
て
い
ま
し
た
。
結
婚

し
て
子
ど
も
が
生
ま
れ
て
も
ス
キ
ー
場
通

い
は
続
い
て
い
た
の
で
す
が
、
子
ど
も
が

学
童
野
球
に
入
部
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
土

日
が
な
く
な
り
、
ス
キ
ー
場
と
は
無
縁
と

な
り
ま
し
た
。
キ
リ
ン
ビ
ー
ル
栃
木
工
場

の
閉
鎖
に
よ
っ
て
テ
ニ
ス
コ
ー
ト
か
ら
も

遠
ざ
か
り
ま
し
た
。

　

ス
キ
ー
や
テ
ニ
ス
は
普
通
に
遊
べ
る
程

度
に
は
な
り
ま
し
た
が
、
お
世
辞
に
も
う

ま
い
と
言
え
る
レ
ベ
ル
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

ド
ラ
イ
ブ
も
そ
う
で
す
が
、
ス
キ
ー
や
テ

ニ
ス
を
始
め
た
き
っ
か
け
は
、「
体
力
づ
く

り
、
健
康
の
た
め
」
と
い
う
よ
り
「
楽
し

く
遊
べ
る
も
の
、
そ
し
て
何
よ
り
、
女
の

子
と
仲
良
く
な
れ
る
も
の
」
と
い
う
不
純

な
動
機
か
ら
始
め
た
の
は
言
う
ま
で
も
あ

り
ま
せ
ん
。
向
上
心
よ
り
、
ど
う
す
れ
ば

女
の
子
と
仲
良
く
な
れ
る
か
に
重
点
を
置

い
て
い
た
た
め
、
上
達
す
る
訳
が
あ
り
ま

せ
ん
。
後
に
な
っ
て
、
少
し
気
合
を
入
れ

て
練
習
し
ま
し
た
が
、
す
べ
て
が
自
己
流

で
基
礎
が
で
き
て
い
な
い
の
で
上
達
は
し

ま
せ
ん
で
し
た
。

　

し
か
し
、
今
に
な
っ
て
考
え
て
み
る
と
、

動
機
は
ど
う
あ
れ
、
身
体
を
動
か
す
こ
と

は
苦
痛
で
は
な
く
、
運
動
を
し
て
い
た
こ

と
が
私
の
健
康
法
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。
と
こ
ろ
が
、
今
で
は
子
ど

も
の
部
活
動
も
終
わ
り
一
緒
に
走
り
回
る

こ
と
も
な
く
な
り
、
ス
キ
ー
場
に
も
一
時

期
の
熱
を
感
じ
ず
、
運
動
す
る
機
会
が
な

く
な
り
ま
し
た
。
結
婚
し
て
、
子
ど
も
が

い
る
お
じ
さ
ん
が
、
女
の
子
と
ど
う
こ
う

と
い
う
年
齢
で
な
く
な
っ
た
の
が
一
番
の

理
由
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
・
・
・
。

　

本
町
で
は
、
昨
年
か
ら
高
根
沢
た
ん
た

ん
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
と
し
て
、
健
康
の
維
持

増
進
の
た
め
の
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
運
動
を
推

進
し
て
い
ま
す
。
本
課
が
中
心
と
な
っ
て

始
め
た
事
業
な
の
で
私
も
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ

を
始
め
ま
し
た
。
平
日
の
歩
数
は
２
千
歩

前
後
。
休
日
も
「
夏
は
暑
い
。
冬
は
寒
い
。」

と
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
を
始
め
た
と
は
言
い
に

く
い
現
状
で
す
が
、
少
し
ず
つ
、
自
分
な

り
に
取
り
組
ん
で
、
私
の
趣
味
と
健
康
法

に
し
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

前高根沢町住民生活部住民課

課 長 菊 地 房 男

動
機
は
ど
う
あ
れ
、

　
　

運
動
を
し
よ
う

私の趣味と
健康法

※
菊
地
房
男
氏
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
平
成
25
年

５
月
１
日
付
で
企
画
課
長
へ
異
動
さ
れ
ま
し
た
。



突撃ルポ 保険者みてある
記突撃ルポ 保険者みてある
記

第100回
足利市

〜
過
去
と
未
来
が
交
差
す
る
ま
ち
〜

〜
過
去
と
未
来
が
交
差
す
る
ま
ち
〜

足利市

宇都宮市

項　　目

総人口

総世帯数

国保加入世帯数

国保被保険者数

国保被保険者加入率

154,585人

64,305世帯

26,706世帯

47,080人

30.46%

被保険者の加入状況

（平成 25年 3月 31日現在）

足 利 市第100回

　

足
利
市
は
、
県
の
南
西
部
に
位
置
し
、

東
京
か
ら
は
北
へ
約
80
㎞
の
距
離
に
あ
り
、

佐
野
市
、
群
馬
県
桐
生
市
・
太
田
市
・
館

林
市
・
邑
楽
郡
に
接
し
て
い
ま
す
。

　

古
く
か
ら
織
物
の
ま
ち
と
し
て
知
ら
れ

て
い
ま
す
が
、
近
年
は
ア
ル
ミ
や
機
械
金

属
、
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
工
業
な
ど
を
中
心
に
、

総
合
的
な
商
工
業
都
市
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

日
本
最
古
の
学
校
と
い
わ
れ
る
史
跡
「
足

利
学
校
」
や
、
足
利
氏
ゆ
か
り
の
鑁
阿
寺

を
は
じ
め
、
数
多
く
の
文
化
遺
産
が
残
さ

れ
、
渡
良
瀬
川
の
清
流
や
緑
の
山
な
み
が

調
和
し
た
東
の
小
京
都
と
呼
ば
れ
る
歴
史

と
伝
統
の
あ
る
ま
ち
で
す
。

　

  

保
険
年
金
課

　

保
険
年
金
課
に
は
、
国
民
健
康
保
険
担

当
・
国
民
年
金
担
当
・
高
齢
者
医
療
担
当

が
あ
り
ま
す
。

　

国
民
健
康
保
険
担
当
で
は
、
課
長
以
下
、

職
員
12
名
、
補
助
職
員
６
名
が
在
籍
し
て

お
り
、
保
険
給
付
、
高
齢
受
給
者
証
の
交
付
、

特
定
健
康
診
査
・
特
定
保
健
指
導
に
関
す

る
業
務
、
レ
セ
プ
ト
点
検
に
関
す
る
業
務

を
行
っ
て
い
ま
す
。

窓
口
で
取
り
組
ん
で
い
る
こ
と

〜
海
外
療
養
費
の
チ
ェ
ッ
ク
を
強
化
〜

　

海
外
療
養
費
の
申
請
に
つ
い
て
は
、
提

出
書
類
の
チ
ェ
ッ
ク
を
強
化
し
て
い
ま
す
。

　

具
体
的
に
は
、
診
療
明
細
書
に
和
訳
が
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足 利 市第100回

添
付
さ
れ
て
い
る
か
、
さ
ら
に
和
訳
に
不
備

は
な
い
か
な
ど
を
チ
ェ
ッ
ク
し
て
い
ま
す
。

　

申
請
に
来
ら
れ
た
方
か
ら
、
厳
し
い
と

思
わ
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、
海
外
療

養
費
の
適
正
な
給
付
の
た
め
に
強
化
し
て

い
ま
す
。

〜
滞
納
が
累
積
し
な
い
よ
う
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

分
納
計
画
〜

　

失
業
し
て
収
入
が
な
い
な
ど
、
特
別
の

事
情
に
よ
り
保
険
税
を
滞
納
し
て
い
る
方

に
は
、
有
効
期
間
が
４
か
月
の
「
短
期
被

保
険
者
証
」
を
交
付
し
て
い
ま
す
。

　

交
付
に
際
し
、
賦
課
額
に
対
し
て
著
し

く
小
額
な
分
納
を
求
め
る
被
保
険
者
も
多

く
、
公
平
性
の
面
で
対
応
に
苦
慮
し
て
い

る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
が
、
き
め
細
か
な

窓
口
相
談
を
実
施
し
て
、
滞
納
が
累
積
し

な
い
よ
う
な
分
納
計
画
を
立
て
交
付
し
て

い
ま
す
。

医
療
費
適
正
化
へ
の
取
り
組
み

〜
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
の

　
　
　
　
　

啓
発
な
ど
に
取
り
組
む
〜

　

医
療
費
適
正
化
対
策
と
し
て
、
①
重
複
・

頻
回
受
診
者
へ
の
訪
問
指
導
、
②
ジ
ェ
ネ

リ
ッ
ク
医
薬
品
利
用
カ
ー
ド
の
同
封
（
平

成
21
年
度
か
ら
被
保
険
者
証
更
新
時
）、
③

「
柔
道
整
復
師
の
か
か
り
方
」
リ
ー
フ
レ
ッ

ト
の
同
封
（
平
成
24
年
度
被
保
険
者
証
更

新
時
）、
④
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
利
用
差

額
通
知
（
平
成
25
年
２
月
）
を
実
施
し
て

い
ま
す
。

　

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
に
つ
い
て
は
、
足

利
市
の
出
前
講
座
と
し
て
、
市
内
17
の
公

民
館
や
老
人
ク
ラ
ブ
に
出
向
い
て
、
講
話

も
行
っ
て
い
ま
す
。

　

市
の
担
当
者
の
方
に
よ
る
と
、「
住
民
に

と
っ
て
は
、
講
話
を
聞
く
こ
と
で
、
ジ
ェ

ネ
リ
ッ
ク
と
い
う
言
葉
だ
け
で
な
く
、
そ

の
中
身
に
つ
い
て
も
理
解
を
深
め
ら
れ
て

い
る
よ
う
で
、
利
用
カ
ー
ド
の
活
用
も
期

待
で
き
る
。」
と
の
こ
と
で
し
た
。

丁寧な応対を行っている保険年金課窓口

　

 

収
税
課

　

足
利
市
収
税
課
に
は
、
職
員
28
名
、
嘱

託
職
員
14
名
が
在
籍
し
て
い
ま
す
。

国
保
税
の
収
納
状
況
は

〜
前
年
比
プ
ラ
ス
を
維
持
〜

　

平
成
24
年
度
の
国
保
税
の
収
納
状
況
は
、

現
年
度
分
が
84
・
３
％
、
滞
納
繰
越
分
は
、

15
・
４
％
と
な
っ
て
い
ま
す
。（
平
成
24
年

度
市
税
徴
収
額
報
告
書
：
平
成
25
年
３
月

末
日
現
在
よ
り
）

　

前
年
同
期
の
現
年
度
分
が
83
・
６
％
、
滞

納
繰
越
分
が
、
14
・
６
％
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

平
成
24
年
度
は
い
ず
れ
も
前
年
比
プ
ラ
ス

と
な
っ
て
い
ま
す
。

納
付
方
法
と
し
て
口
座
振
替
を
促
進

〜
新
規
口
座
振
替
申
し
込
み
で

　
　
　
　
　
　
　
　

ペ
ア
チ
ケ
ッ
ト
〜

　

国
保
税
の
主
な
納
付
方
法
と
し
て
、
①

納
付
書
に
よ
る
納
付
、
②
口
座
振
替
に
よ

る
納
付
が
あ
り
ま
す
。

　

①
納
付
書
に
よ
る
納
付
で
は
、
平
成
21

年
度
か
ら
コ
ン
ビ
ニ
で
の
納
付
を
開
始
し

て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
②
口
座
振
替
に
よ
る
納
付
で
は
、

口
座
振
替
の
促
進
を
図
る
た
め
、
新
規
口

座
振
替
申
し
込
み
で
入
場
券
を
配
布
し
て

い
ま
す
。
入
場
券
と
は
、
足
利
市
内
観
光

施
設
い
ず
れ
か
３
か
所
に
入
れ
る
ペ
ア
チ

ケ
ッ
ト
で
す
。

収
納
率
向
上
対
策
と
し
て

〜
徴
収
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
を
設
置
〜

　

足
利
市
市
税
等
徴
収
指
導
員
（
徴
収
ア

ド
バ
イ
ザ
ー
）
を
平
成
22
年
度
か
ら
設
置

し
て
、
週
２
回
、
案
件
に
対
す
る
ア
ド
バ

イ
ス
を
も
ら
っ
て
い
ま
す
。
場
合
に
よ
っ

て
は
、
徴
収
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
も
納
税
折
衝

を
行
っ
て
い
ま
す
。

〜
電
話
催
告
の
実
施
〜

　

現
年
度
分
は
主
に
自
動
電
話
、
滞
納
繰
越

分
は
補
助
職
員
に
よ
る
電
話
に
よ
り
催
告

を
実
施
し
て
い
ま
す
。
自
動
電
話
は
、
７

月
か
ら
３
月
ま
で
毎
月
実
施
し
（
平
成
24

年
度
）、
補
助
職
員
に
よ
る
電
話
は
毎
日
実

施
し
て
い
ま
す
。
補
助
職
員
に
よ
る
電
話

は
現
年
度
分
も
含
め
、
臨
機
応
変
な
催
告

を
可
能
に
し
て
い
ま
す
。

〜
捜
索
と
公
売
の
実
施
〜

　

中
古
の
マ
イ
ク
ロ
バ
ス
を
公
売
に
か
け
、

売
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

最
後
に
今
後
の
課
題
と
し
て
、
滞
納
繰

越
額
の
圧
縮
や
少
額
分
納
者
の
解
決
が
挙

げ
ら
れ
ま
し
た
。
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特
定
保
健
指
導
の
向
上
に
向
け
て

〜
初
回
面
接
の
機
会
を
数
種
類
設
定
〜

　

特
定
保
健
指
導
対
象
者
に
は
、
ま
ず
案

内
チ
ラ
シ
を
郵
送
し
て
、
さ
ら
に
電
話
に

よ
る
勧
奨
も
実
施
し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
初
回
面
接
を
で
き
る
だ
け
対
象
者

の
希
望
に
合
わ
せ
て
実
施
で
き
る
よ
う
に
、

初
回
面
接
の
機
会
を
通
常
開
催
日
以
外
に

も
次
の
と
お
り
数
種
類
設
定
し
て
い
ま
す
。

・
お
り
ひ
め
検
診
結
果
説
明
会
で
の
初
回
面

接
・
医
師
講
話
後
の
初
回
面
接

・
夜
間
開
催
の
初
回
面
接

・
公
民
館
で
の
初
回
面
接

・
家
庭
訪
問
に
よ
る
初
回
面
接

　

最
後
に
、
担
当
者
の
方
は
、「
現
状
で
は
、

個
別
健
診
か
ら
の
特
定
保
健
指
導
の
利
用

者
が
少
な
く
、
ま
た
、
電
話
勧
奨
も
対
象

者
の
都
合
な
ど
に
よ
り
利
用
に
つ
な
が
ら

な
い
場
合
も
あ
る
。
し
か
し
、
初
回
面
接

利
用
者
が
必
ず
特
定
保
健
指
導
を
終
了
で

き
る
よ
う
、
利
用
者
の
都
合
に
合
わ
せ
な

が
ら
保
健
指
導
を
実
施
す
る
な
ど
、
工
夫

を
し
て
利
用
率
を
上
げ
る
努
力
を
し
て
い

ま
す
。」
と
話
し
て
い
ま
し
た
。

〜
地
域
ぐ
る
み
で
の
健
康
づ
く
り

　
　
　
　
　
　
　
　
「
健
康
の
日
」
〜

　
「
健
康
の
日
」
と
は
、
市
内
22
地
区
連
合

　　

 
健
康
増
進
課

　

健
康
増
進
課
は
、
保
健
検
診
担
当
と
健

康
指
導
担
当
の
２
担
当
に
分
か
れ
て
お
り
、

職
員
は
34
名
（
保
健
師
21
名
、
管
理
栄
養

士
２
名
、
診
療
放
射
線
技
師
２
名
、
事
務

職
等
９
名
）
が
在
籍
し
て
い
ま
す
。

特
定
健
診
の
実
施

〜
個
別
健
診
と
、
集
団
健
診
で
実
施
〜

　

特
定
健
診
は
、
個
別
健
診
と
集
団
健
診

で
実
施
し
て
い
ま
す
。
個
別
健
診
が
全
体

の
約
85
％
を
占
め
て
お
り
、
集
団
健
診
で

は
「
お
り
ひ
め
検
診
」
と
い
う
名
称
で
実

施
し
て
い
ま
す
。

　

お
り
ひ
め
検
診
と
は
、
市
で
実
施
し
て

い
る
特
定
健
康
診
査
と
各
種
が
ん
検
診
が
、

半
日
で
一
度
に
受
診
す
る
こ
と
が
で
き
る

複
合
検
診
で
す
。

特
定
保
健
指
導
の
実
施

〜
コ
ー
ス
（
参
加
・
通
信
）
選
択
制
〜

 

特
定
保
健
指
導
は
、
足
利
市
直
営
で
実
施

し
て
い
ま
す
。
積
極
的
支
援
で
は
、
次
の

２
コ
ー
ス
か
ら
選
べ
る
コ
ー
ス
選
択
制
を

採
用
し
て
い
ま
す
。

（
１
）
参
加
コ
ー
ス

運
動
と
栄
養
の
グ
ル
ー
プ
支
援
を
中
心
と

し
て
実
施

（
２
）
通
信
コ
ー
ス

個
別
支
援
と
電
話
、
手
紙
等
の
や
り
と
り

を
中
心
と
し
て
実
施

　

な
お
、
対
象
者
が
最
後
ま
で
挫
折
す
る

こ
と
な
く
、
特
定
保
健
指
導
を
受
け
続
け

ら
れ
る
よ
う
、
途
中
で
選
択
コ
ー
ス
を
変

更
す
る
こ
と
も
可
能
と
な
っ
て
い
ま
す
。

自
治
会
を
中
心
に
、
関
係
機
関
・
団
体
等

と
一
緒
に
、
地
域
で
健
康
づ
く
り
に
取
り

組
む
日
の
こ
と
で
す
。

　

実
施
に
際
し
、
市
内
17
公
民
館
を
拠
点

に
活
動
し
て
い
る
健
康
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
「
生

活
習
慣
改
善
推
進
員
」
と
共
に
地
区
の
健

康
づ
く
り
活
動
に
つ
い
て
話
し
合
い
を
行

っ
て
い
ま
す
。

　

最
終
的
に
は
、「
健
康
の
日
」
を
通
し
て

地
域
ぐ
る
み
で
健
康
寿
命
を
の
ば
す
こ
と

を
目
指
し
て
い
ま
す
。

　
「
健
康
の
日
」
の
ね
ら
い
に
つ
い
て
、
担

当
者
の
方
に
聞
い
た
と
こ
ろ
、「『
健
康
の

日
』
は
、
地
区
ご
と
に
み
ん
な
で
健
康
づ

く
り
に
取
り
組
む
た
め
の
き
っ
か
け
と
な

り
ま
す
。」
と
語
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
し
て
、

「『
健
康
の
日
』
の
た
め
の
話
し
合
い
を
通

じ
て
、
ど
う
し
た
ら
健
康
な
街
が
つ
く
れ

る
か
、
地
区
の
住
民
の
声
を
拾
い
な
が
ら

み
ん
な
で
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。」
と
話

し
て
い
ま
し
た
。

おりひめ検診
（2013. ４広報あしかがみ）

「健康の日」パンフレット

正しいウォーキング法
を学びます

医師講演会でメタボにつ
いて勉強中
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収納率あっぷルポ収納率あっぷルポ茂木町
各市町を訪問し、収納率アップを目指した取り組み

状況をルポさせていただいております。
第17回目は、茂木町におじゃましました。
茂木町の税務課は、職員11名、臨時職員１名で、

その内４名が徴収事務を担当しています。

平
成
23
年
度
の
都
道
府
県
別
国
民
健
康

保
険
料
（
税
）
現
年
度
分
収
納
率
は
、
全

国
平
均
89
・
39
％
で
、
前
年
度
よ
り
０
・

78
ポ
イ
ン
ト
上
昇
し
て
い
ま
す
。

一
方
、
栃
木
県
の
収
納
率
に
つ
い
て
は
、

対
前
年
度
比
１
・
03
ポ
イ
ン
ト
増
の
87
・

04
％
と
な
っ
て
お
り
、
２
年
連
続
上
昇
し

て
い
ま
す
。

上
昇
率
で
は
、
全
国
順
位
で
７
位
と
な

っ
て
い
ま
す
が
、
収
納
率
で
は
、
全
国
ワ

ー
ス
ト
２
位
と
な
り
、
順
位
を
１
つ
落
し

て
し
ま
い
ま
し
た
。
こ
の
状
況
を
打
破
す

る
た
め
に
国
保
連
合
会
も
更
な
る
支
援
を

図
り
た
く
、
市
町
で
の
収
納
率
向
上
や
滞

納
解
消
に
向
け
て
の
取
り
組
み
状
況
な
ど

を
ル
ポ
し
て
い
き
ま
す
。

収
納
率
の
状
況

　

〜
県
内
ト
ッ
プ
の
収
納
率
〜

茂
木
町
の
国
保
税
の
収
納
状
況
は
、
平

成
23
年
度
の
現
年
度
分
が
94
・
34
％
と
前
年

度
よ
り
、
０
・
99
ポ
イ
ン
ト
上
昇
し
ま
し
た
。

県
内
市
町
の
順
位
に
お
い
て
は
、
県
内
ト

ッ
プ
と
な
っ
て
い
ま
す
。

茂
木
町
の
納
付
方
法
と
し
て
は
、
口
座

振
替
が
全
体
の
63
％
を
占
め
て
い
ま
す
。

窓
口
業
務
に
つ
い
て

　

〜
社
会
保
険
に
加
入
し
た
方
の

　
　
　
　
　

滞
納
分
の
徴
収
が
困
難
〜

国
保
か
ら
社
会
保
険
に
加
入
し
た
方
に

つ
い
て
、
今
ま
で
の
国
保
税
滞
納
分
が
な

か
な
か
納
ま
ら
な
い
状
態
で
す
。

ま
た
、
収
入
が
少
な
く
て
も
、
家
族
が

多
い
世
帯
は
、
国
保
税
が
高
額
と
な
っ
て

し
ま
い
、
分
納
で
き
る
額
が
少
な
い
た
め
、

年
税
額
に
追
い
つ
か
な
い
状
態
で
す
。

収
納
率
向
上
対
策

　

〜
全
課
長
に
よ
る
訪
問
徴
収
の
実
施
〜

収
納
率
向
上
対
策
の
一
環
と
し
て
、
昨

年
は
、
国
保
担
当
者
と
訪
問
徴
収
を
10
月
に

３
回
実
施
し
ま
し
た
。
ま
た
、５
月
末
に
は
、

全
課
長
が
訪
問
徴
収
を
行
い
ま
し
た
。

窓
口
の
延
長
と
し
て
は
、
金
曜
日
19
時

ま
で
、
ま
た
、
月
の
最
終
日
曜
日
は
、
８

時
30
分
か
ら
12
時
30
分
ま
で
対
応
し
て
い

ま
す
。

今
後
の
対
策
は

　

〜
訪
問
徴
収
を
増
や
す
〜

訪
問
徴
収
の
回
数
を
増
や
す
こ
と
を
検

討
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
短
期
被
保
険
者

証
の
発
行
方
法
に
つ
い
て
も
検
討
し
て
い

ま
す
。

徴
収
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
派
遣
後

〜
新
し
い
切
り
口
で
滞
納
処
分
に
取
り
組
む
〜

平
成
23
年
度
に
国
保
連
合
会
設
置
事
業

で
あ
る
「
徴
収
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
派
遣
事
業
」

を
実
施
し
、
納
税
の
指
導
力
が
ア
ッ
プ
し
、

今
ま
で
未
納
者
だ
っ
た
方
が
分
納
す
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。
ま
た
、
過
払
い
金
な

ど
新
し
い
切
り
口
で
滞
納
処
分
に
取
り
組

む
指
導
を
受
け
、
滞
納
額
の
充
当
に
は
い

た
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
新
し
い
切
り
口

で
の
取
り
組
み
を
行
な
う
こ
と
が
で
き
ま

し
た
。
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は
２
位
の
ま
ま
で
す
。
対
前
年
で
徴
収
率

を
下
げ
た
の
は
富
山
県
だ
け
で
後
は
少
な

か
ら
ず
徴
収
率
を
ア
ッ
プ
さ
せ
て
い
ま
す
。

　

保
険
者
規
模
別
収
納
率
に
み
る
と
市
部

が
０
・
82
ポ
イ
ン
ト
、
町
村
が
０
・
56
ポ

イ
ン
ト
上
昇
し
て
お
り
、
特
に
市
部
の
収

納
率
が
上
昇
し
て
い
る
こ
と
は
良
い
こ
と

だ
と
感
じ
ま
し
た
。

　

栃
木
県
の
現
年
分
の
徴
収
率
は
87
・
04
％

と
前
年
よ
り
１
・
03
ポ
イ
ン
ト
上
昇
し
て

い
ま
す
が
、
順
位
は
前
年
よ
り
一
つ
下
げ

て
46
位
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
ブ
ー

ビ
ー
賞
だ
な
ど
と
笑
っ
て
は
い
ら
れ
ま
せ

ん
ね
。
上
げ
幅
は
皆
さ
ん
が
頑
張
っ
た
結

果
が
出
て
全
国
順
位
７
位
で
す
。
し
か
し

他
道
府
県
も
頑
張
っ
て
い
ま
す
の
で
そ
う

簡
単
に
は
順
位
は
上
げ
ら
れ
ま
せ
ん
ね
。

　

今
年
度
も
更
な
る
取
り
組
み
を
行
う
必

要
が
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

納
付
交
渉
の
考
え
方

①
基
本
的
考
え
方

　

納
付
書
を
送
付
し
、
納
期
限
ま
で
に
納

付
さ
れ
な
い
と
納
期
限
到
来
後
20
日
以
内

に
督
促
状
を
発
布
し
ま
す
。（
督
促
に
は「
納

付
の
催
告
」
と
「
差
押
え
の
前
提
要
件
」
と

い
う
二
重
の
意
味
が
あ
り
ま
す
。）

　

督
促
を
発
布
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
、
10

日
を
経
過
し
た
日
以
内
に
完
納
し
な
い
と

き
は
、
財
産
や
債
権
な
ど
を
調
査
し
差
押

え
る
。

　

差
押
え
た
不
動
産
や
動
産
は
公
売
し
て

未
納
料
（
税
）
に
充
当
す
る
。

　

こ
れ
が
滞
納
整
理
の
基
本
で
す
。

　

し
か
し
、
い
き
な
り
差
押
え
を
し
て
い
る

自
治
体
は
ほ
と
ん
ど
な
い
で
し
ょ
う
。
督
促

状
で
納
付
さ
れ
な
い
場
合
、
催
告
書
の
送

付
、
電
話
に
よ
る
催
告
、
滞
納
者
宅
を
訪

問
（
臨
戸
）
な
ど
を
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

そ
し
て
来
所
さ
れ
る
滞
納
者
の
対
応
も
あ

る
で
し
ょ
う
。

　

こ
の
一
連
の
流
れ
の
中
で
職
員
の
皆
さ

ん
が
行
う
の
が
納
付
交
渉
で
す
。
納
付
交

渉
は
滞
納
整
理
事
務
を
行
う
に
あ
た
っ
て

最
も
基
本
的
な
業
務
行
為
と
言
え
る
で
し

ょ
う
。
そ
し
て
、
納
付
交
渉
は
特
別
な
専

門
知
識
が
必
要
な
わ
け
で
は
な
く
、
社
会

一
般
人
と
し
て
の
見
識
を
持
っ
て
接
す
れ

ば
良
い
の
で
す
。

　

基
本
と
し
て
は
、「
優
し
く
丁
寧
な
対
応

で
不
快
感
や
高
圧
的
な
態
度
は
と
ら
な
い
」

　

今
年
度
執
筆
を
依
頼
さ
れ
ま
し
た
、
Ｎ

Ｐ
Ｏ
法
人
ロ
ー
カ
ル
ガ
バ
メ
ン
ト
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
（LGN

et

）
理
事
長
の
堀
で
す
。
私

は
こ
れ
ま
で
い
ろ
い
ろ
な
自
治
体
の
現
状

を
見
聞
き
し
て
き
ま
し
た
が
、
全
国
に
は

情
熱
を
傾
け
て
滞
納
整
理
を
し
て
い
る
職

員
の
皆
さ
ん
が
た
く
さ
ん
お
ら
れ
ま
す
。

し
か
し
、
そ
の
芽
を
摘
ん
で
し
ま
う
よ
う

な
組
織
運
営
で
は
せ
っ
か
く
の
情
熱
に
水

を
浴
び
せ
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

徴
収
職
員
が
し
っ
か
り
と
働
け
る
組
織
づ

く
り
を
し
て
い
た
だ
き
た
い
も
の
で
す
。

　

今
年
度
４
回
の
連
載
と
い
う
こ
と
で
す

が
「
国
保
制
度
を
崩
壊
さ
せ
な
い
た
め
に
」

と
題
し
て
筆
を
進
め
て
い
き
ま
す
。
よ
ろ

し
く
お
付
き
合
い
く
だ
さ
い
。

　

回
復
の
兆
し
？

　

  　

２
年
連
続
の
収
納
率
Ｕ
Ｐ
！

　

今
年
の
１
月
31
日
に
厚
生
労
働
省
か
ら

「
平
成
23
年
度
国
民
健
康
保
険
（
市
町
村
）

の
財
政
状
況
」
が
発
表
さ
れ
ま
し
た
。
全
国

ベ
ー
ス
で
は
現
年
分
で
、
89
・
39
％
と
対

前
年
で
０
・
78
ポ
イ
ン
ト
伸
び
て
い
ま
す
。

　

こ
の
原
因
と
し
て
厚
労
省
は
保
険
料

（
税
）
減
免
措
置
の
対
象
者
の
拡
大
に
よ
り

納
付
し
や
す
い
環
境
と
な
っ
た
こ
と
等
に

よ
る
と
し
て
い
ま
す
。「
等
」
に
全
国
の
徴

収
に
携
わ
っ
て
い
る
皆
さ
ん
の
頑
張
り
も

入
っ
て
い
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　

全
国
２
位
の
富
山
県
は
０
・
11
ポ
イ
ン
ト

下
げ
93
・
96
％
と
な
り
ま
し
た
が
、
順
位

特別寄稿①

国保料（税）収納率向上に向けて
「国保制度を崩壊させないために」
　　～新たなる領域への挑戦！！～
NPO法人ローカルガバメントネットワーク理事長

第　回第1回

堀　　　博　晴

平戸市の窓口「滞納は許さない！！」
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①②チラシ 釧路町の窓口からの視点

こ
と
で
す
。

　

接
遇
の
ミ
ス
を
起
こ
す
と
滞
納
整
理
の

本
来
業
務
に
入
る
こ
と
が
で
き
な
い
ば
か

り
か
、
ト
ラ
ブ
ル
・
困
難
事
案
と
な
る
ケ

ー
ス
が
多
い
の
で
接
遇
の
ミ
ス
に
は
十
分

気
を
付
け
る
こ
と
が
大
切
で
す
。

②
納
付
の
話
以
外
は
聞
く
耳
を
持
た
な
い

　

以
上
の
基
本
を
踏
ま
え
て
、
納
付
交
渉

時
に
は
収
入
と
支
出
が
ど
う
な
っ
て
い
る

か
を
聞
く
こ
と
が
大
切
で
す
。
よ
く
分
納

広
聴
関
係
の
部
署
に
行
っ
て
も
ら
え
ば
い

い
の
で
す
。
退
去
す
る
よ
う
促
し
て
も
「
ま

だ
話
が
終
わ
っ
て
い
な
い
」
な
ど
と
言
っ

て
帰
ら
な
い
場
合
は
「
不
退
去
罪
」
が
適

用
さ
れ
る
旨
を
伝
え
最
終
的
に
は
警
察
を

呼
ぶ
な
ど
の
処
置
を
す
る
べ
き
で
す
。

　

筆
者
も
都
庁
時
代
、
何
回
も
警
察
の
方
々

に
ご
足
労
い
た
だ
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

ほ
と
ん
ど
の
方
が
納
付
の
話
に
戻
る
の
で

す
が
、
そ
れ
で
も
警
察
官
に
促
さ
れ
て
帰
っ

て
い
く
方
も
お
ら
れ
ま
し
た
。
そ
の
よ
う

に
し
て
帰
っ
た
方
は
徹
底
し
た
財
産
調
査

を
行
い
差
押
え
る
こ
と
が
肝
要
で
す
。
警

察
を
呼
ぶ
と
言
っ
た
ら
ち
ゃ
ん
と
呼
ん
で

く
だ
さ
い
。
滞
納
者
に
馬
鹿
に
さ
れ
ま
す
。

③
怒
鳴
っ
て
く
る
人
に
は

　
　
　
　
　

毅
然
と
し
た
態
度
で

　

滞
納
者
の
中
に
は
、
ヤ
ク
ザ
ま
が
い
の

素
行
の
荒
い
人
が
い
ま
す
。
私
の
経
験
か

ら
言
う
と
例
え
ば
「
馬
鹿
ヤ
ロ
ー
」
な
ど

と
罵
声
を
飛
ば
さ
れ
た
ら
す
か
さ
ず
「
あ

な
た
に
バ
カ
呼
ば
わ
り
さ
れ
る
筋
合
い
は

あ
り
ま
せ
ん
」
と
相
手
と
同
じ
く
ら
い
大

き
な
声
で
言
い
返
し
て
い
ま
し
た
。
こ
う

す
る
と
、
公
務
員
は
怒
鳴
れ
ば
言
う
こ
と

を
聞
く
と
思
っ
て
い
た
滞
納
者
は
面
喰
い
、

お
と
な
し
く
な
る
人
が
ほ
と
ん
ど
で
し
た
。

「
公
務
員
が
そ
ん
な
口
叩
い
て
い
い
の
か
よ

!!
」
な
ど
と
言
っ
て
き
て
も
私
は
「
公
務

員
だ
っ
て
場
合
に
よ
れ
ば
怒
鳴
り
ま
す
よ

!!
」
と
言
い
返
し
て
い
ま
し
た
。
ま
た
「
マ

ス
コ
ミ
に
言
っ
て
や
る
」
な
ど
に
は
「
ど

う
ぞ
言
っ
て
く
だ
さ
い
。
私
た
ち
が
一
生

懸
命
仕
事
を
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま

す
か
ら
」
と
言
っ
て
い
ま
し
た
。

　

私
は
現
役
時
代
に
は
「
逃
げ
な
い
、
引

か
な
い
、
驚
か
な
い
」
を
合
言
葉
に
理
不

尽
な
滞
納
者
に
は
毅
然
と
し
た
姿
勢
で
接

し
、
職
員
の
皆
さ
ん
と
楽
し
く
仕
事
を
し

て
い
ま
し
た
。　

　
　
　
　
（
続
き
は
次
号
）

プ
ロ
フ
ィ
ー
ル

堀
ほ り

　　博
ひろ

晴
はる
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の
話
か
ら
始
め
る
人
が
い
ま
す
が
、
年
10

回
程
度
支
払
う
料
（
税
）
は
す
で
に
分
納

な
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
一
括
で
支

払
う
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
生
活
実
態

を
聴
取
し
て
、
当
面
無
理
と
判
断
し
た
ら

短
い
期
間
（
３
か
月
程
度
）
の
分
納
を
認

め
分
納
誓
約
を
取
る
。
そ
し
て
財
産
調
査

を
す
る
こ
と
を
告
げ
、
財
産
が
あ
れ
ば
差

し
押
さ
え
る
、
分
納
誓
約
を
履
行
し
な
い

場
合
も
差
押
え
に
移
行
す
る
こ
と
を
き
ち

ん
と
話
し
て
お
く
こ
と
が
大
切
で
す
。
ま

た
完
納
が
長
引
け
ば
延

滞
金
を
払
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
こ
と
も
話
し

て
お
き
ま
し
ょ
う
。

　

よ
く
お
金
の
話
に
な

ら
な
い
の
に
根
気
強
く

話
を
聞
い
て
い
る
方
が

い
ま
す
が
、
時
間
が
無

駄
な
の
で
、
は
っ
き
り

と
「
納
付
の
話
に
な
ら

な
け
れ
ば
お
帰
り
く
だ

さ
い
。」
と
告
げ
る
べ
き

で
す
。
お
金
の
話
と
は
、

家
族
に
病
人
が
出
た
、

子
供
の
入
学
な
ど
で
出

費
が
か
さ
ん
だ
な
ど
家

族
状
況
や
収
支
の
状
況

な
ど
の
こ
と
で
す
。

　

自
治
体
や
首
長
等
へ

の
不
満
な
ど
長
々
と
聞

く
必
要
は
全
く
な
い
の

で
す
。
こ
う
い
う
方
は

③差押え執行状況④差押物品ダンボール
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  「
参
加
者
が
集
ま
ら
な
い
」

　

健
診
で
あ
れ
、
健
康
教
室
で
あ
れ
、
そ
の

よ
う
な
悩
み
を
抱
え
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
自

治
体
の
方
と
、
よ
く
お
話
を
さ
せ
て
頂
き

ま
す
。
詳
し
く
伺
う
と
、「
こ
れ
ま
で
に
も
、

散
々
手
を
打
ち
つ
く
し
て
き
た
。
人
手
が

足
り
な
い
と
い
う
こ
と
は
あ
る
が
、
そ
れ

以
上
に
、
も
う
ア
イ
デ
ア
が
な
い
・
・
・
」

と
お
っ
し
ゃ
る
方
が
ほ
と
ん
ど
で
す
。
す

で
に
こ
れ
ま
で
多
く
の
ア
イ
デ
ア
を
試
し

て
き
た
も
の
の
、
ど
れ
も
イ
マ
イ
チ
効
果

が
あ
が
ら
な
い
と
い
う
わ
け
で
す
。

　

そ
こ
で
、
昨
年
度
本
誌
で
連
載
さ
せ
て

頂
き
ま
し
た
「
ヘ
ル
ス
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ

ョ
ン
思
考
の
す
す
め
」
で
は
、
住
民
に
ア

プ
ロ
ー
チ
す
る
際
の
総
論
的
な
話
を
さ
せ

て
頂
き
ま
し
た
。
す
る
と
、
担
当
の
Ｋ
さ

ん
か
ら
、「
今
年
は
、
も
っ
と
具
体
的
な
こ

と
を
お
願
い
し
ま
す
！
」
と
オ
フ
ァ
ー
を

頂
き
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
今
回
か
ら
４
回

を
予
定
し
て
お
り
ま
す
本
連
載
で
は
、

　
「
受
診
勧
奨
チ
ラ
シ
の
作
り
方
」

に
つ
い
て
、
具
体
的
な
お
話
を
さ
せ
て
頂

け
れ
ば
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

○
そ
も
そ
も
、
な
ぜ
参
加
者
が
集
ま
ら

　

な
い
の
か  ?!

　

分
析
的
に
考
え
る
と
、
参
加
者
が
集
ま

ら
な
い
理
由
は
、
３
つ
に
大
別
さ
れ
ま
す
。

理
由
①　

そ
も
そ
も
、
チ
ラ
シ
（
行
政
の

広
報
紙
な
ど
）
が
あ
る
こ
と
を

知
ら
な
い

理
由
②　

チ
ラ
シ
が
来
た
の
は
知
っ
て
い

る
が
、
読
ん
で
い
な
い

理
由
③　

チ
ラ
シ
は
読
ん
だ
が
、
行
動
し

て
い
な
い

　

そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、
簡
単
に
整
理
し

て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

ま
ず
、
理
由
①
「
そ
も
そ
も
、
チ
ラ
シ
が

あ
る
こ
と
を
知
ら
な
い
」
と
い
う
住
民
は
、

意
外
に
多
い
こ
と
が
、
こ
れ
ま
で
の
各
種

調
査
か
ら
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
自
分
自
身

の
こ
と
を
ふ
り
か
え
っ
て
み
る
と
、
納
得

が
い
く
か
と
思
う
の
で
す
が
、
自
宅
に
配

送
さ
れ
て
く
る
チ
ラ
シ
を
、
一
つ
一
つ
丁

寧
に
見
て
い
る
人
は
、
ほ
と
ん
ど
い
な
い

で
し
ょ
う
。
た
と
え
見
て
い
た
と
し
て
も
、

さ
ら
っ
と
流
し
て
見
て
い
る
の
で
、
後
か
ら

振
り
返
る
と
全
く
記
憶
に
残
っ
て
い
な
い
、

と
い
う
こ
と
は
よ
く
経
験
す
る
こ
と
で
す
。

　

そ
こ
で
、
ま
ず
は
チ
ラ
シ
を
手
に
取
っ

て
も
ら
う
た
め
に
、「
ア
イ
キ
ャ
ッ
チ
を
デ

ザ
イ
ン
す
る
」
と
い
う
工
夫
が
、
民
間
の

会
社
で
は
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
具
体
的
に

は
、
思
わ
ず
目
を
引
く
よ
う
な
写
真
や
イ

ラ
ス
ト
を
掲
載
す
る
こ
と
で
、
数
あ
る
チ

ラ
シ
の
中
か
ら
手
に
と
っ
て
も
ら
う
工
夫

が
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

次
に
、
理
由
②
「
チ
ラ
シ
が
来
た
の
は

知
っ
て
い
る
が
、
読
ん
で
い
な
い
」
と
い

う
点
が
、
チ
ラ
シ
の
効
果
を
下
げ
る
大
き

な
原
因
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
も
、
私

た
ち
が
よ
く
経
験
す
る
こ
と
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
?!　

ま
し
て
や
、
今
回
私
た
ち

が
タ
ー
ゲ
ッ
ト
に
し
た
い
よ
う
な
、「
こ
れ

ま
で
健
診
や
教
室
に
き
て
く
れ
な
か
っ
た

住
民
」
の
立
場
に
立
て
ば
、
そ
ん
な
に
興

味
も
な
い
よ
う
な
健
診
や
教
室
の
チ
ラ
シ

を
、
じ
っ
く
り
と
読
ん
で
も
ら
え
る
と
は

考
え
に
く
い
で
す
。

　

し
か
し
、
興
味
が
な
い
ひ
と
に
興
味
を

持
た
せ
る
工
夫
は
、
確
か
に
存
在
し
ま
す
。

た
と
え
ば
、「
思
わ
ず
」
読
ん
で
も
ら
う
た

め
の
工
夫
と
し
て
、「
視
線
誘
導
」
と
い
う

テ
ク
ニ
ッ
ク
が
使
わ
れ
ま
す
。
不
思
議
な

こ
と
な
の
で
す
が
、
人
間
の
視
線
の
動
き

と
い
う
も
の
は
、
一
人
ひ
と
り
違
う
と
い

う
よ
り
、
み
ん
な
同
じ
よ
う
な
動
き
を
す

る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
こ
を
逆

特別寄稿②

ソーシャルマーケティングを用いた
健診受診勧奨

株式会社キャンサースキャン
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手
に
と
っ
て
、「
自
然
と
」
チ
ラ
シ
を
読
ま

せ
る
仕
掛
け
が
あ
る
の
で
す
。

　

最
後
に
、理
由
③
「
チ
ラ
シ
は
読
ん
だ
が
、

行
動
し
て
い
な
い
」
と
い
う
住
民
が
い
ま

す
。
こ
の
よ
う
な
住
民
は
、「
健
診
受
診
や

教
室
参
加
の
意
向
は
あ
る
住
民
」
と
考
え

ら
れ
ま
す
。
逆
に
い
え
ば
、
参
加
意
向
が

あ
る
か
ら
こ
そ
、
し
っ
か
り
と
チ
ラ
シ
を

読
ん
で
く
れ
て
い
る
は
ず
で
す
。
私
た
ち

が
行
っ
て
い
る
調
査
に
よ
る
と
、
健
診
を

受
け
て
い
な
い
も
の
の
、「
受
け
る
つ
も
り

は
あ
る
」
と
回
答
す
る
住
民
は
、
未
受
診

者
全
体
の
３
〜
５
割
は
い
ま
す
（
地
域
差

や
性
・
年
代
に
よ
る
違
い
は
あ
り
ま
す
）。

　

不
思
議
な
の
は
、
な
ぜ
、
受
け
る
つ
も

り
が
あ
り
、
チ
ラ
シ
も
読
ん
で
い
る
の
に
、

実
際
に
行
動
に
至
ら
な
い
の
か
、
と
い
う

こ
と
で
す
。
こ
の
よ
う
な
住
民
に
「
な
ぜ

受
け
な
い
の
で
す
か
？
」
と
尋
ね
る
と
、「
忙

し
い
か
ら
」「
面
倒
く
さ
い
」
と
い
う
お
決

ま
り
の
回
答
は
返
っ
て
き
ま
せ
ん
。
考
え

て
み
る
と
当
た
り
前
で
、「
受
け
る
つ
も
り

が
あ
る
」
方
々
な
の
で
、「
忙
し
い
け
ど
受

け
た
い
」
と
す
で
に
思
っ
て
い
る
か
ら
で

す
。
で
は
、
な
ぜ
行
動
に
至
ら
な
い
の
で

し
ょ
う
か
?!

　

理
由
を
知
っ
て
し
ま
え
ば
、
と
て
も
単
純

な
話
な
の
で
す
が
、「
ど
う
す
れ
ば
受
診
で

き
る
の
か
分
か
ら
な
い
」
こ
と
が
多
い
よ
う

に
思
い
ま
す
。
つ
ま
り
、「
チ
ラ
シ
を
読
ん

で
、
次
に
何
を
す
れ
ば
い
い
の
か
分
か
ら
な

い
」
と
い
う
状
態
に
陥
っ
て
い
る
の
で
す
。

も
ち
ろ
ん
、
私
た
ち
が
作
成
す
る
チ
ラ
シ

に
は
、
次
に
ハ
ガ
キ
を
送
れ
ば
い
い
の
か
、

役
所
に
電
話
を
す
れ
ば
い
い
の
か
、
あ
る
い

は
健
診
の
申
し
込
み
用
紙
に
記
入
し
て
も

ら
え
ば
い
い
の
か
、
具
体
的
な
記
述
を
し

て
い
る
は
ず
で
す
。
し
か
し
、往
々
に
し
て
、

私
た
ち
が
作
成
す
る
チ
ラ
シ
は
あ
ま
り
に

情
報
量
が
多
く
、「
一
体
ど
こ
に
何
が
書
い

て
あ
る
の
か
、
よ
く
わ
か
ら
な
い
・
・
・
」

と
嘆
か
れ
る
住
民
が
多
い
の
も
事
実
で
す
。

　

実
は
、
同
様
の
悩
み
を
、
民
間
の
会
社
で

も
抱
え
て
い
ま
す
。
言
い
た
い
こ
と
、
言

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
沢
山
あ
る

し
、
そ
れ
ら
を
全
部
掲
載
し
て
し
ま
う
と
、

情
報
量
が
多
す
ぎ
て
肝
心
の
情
報
が
埋
も

れ
て
し
ま
い
ま
す
。
し
か
し
、
ど
う
し
て

も
や
む
に
や
ま
れ
ぬ
事
情
に
よ
り
、
情
報

量
を
削
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
も
あ
り

ま
す
。
そ
の
よ
う
な
場
合
に
使
わ
れ
る
テ

ク
ニ
ッ
ク
が
、「
明
確
な
動
作
指
示
」
と
い

う
手
法
で
す
。
た
と
え
ば
、
イ
ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
で
通
販
を
し
て
い
る
友
人
に
聞
い
た

の
で
す
が
、
同
じ
「
ポ
イ
ン
ト
３
倍
」
を

メ
イ
ン
に
し
た
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
す
る
際

に
、「
詳
細
は
コ
チ
ラ
」
と
動
作
指
示
を
し

た
広
告
バ
ナ
ー
は
、
そ
う
で
な
い
バ
ナ
ー

に
比
べ
て
、
売
り
上
げ
が
格
段
に
違
う
そ

う
で
す
。

　

翻
っ
て
、
私
た
ち
が
作
成
す
る
チ
ラ
シ

を
振
り
返
る
と
、「
動
作
指
示
」
を
ど
の
程

度
明
確
に
示
し
て
い
る
で
し
ょ
う
か
?! 

あ

る
い
は
、
ま
だ
ま
だ
、
改
善
の
余
地
が
あ

る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

○
チ
ラ
シ
を
作
成
す
る
前
に
、

　
　
　
　
　

タ
ー
ゲ
ッ
ト
を
決
め
る

　

さ
て
、
こ
れ
ま
で
に
、
な
ぜ
参
加
者
が
集

ま
ら
な
い
の
か
に
つ
い
て
、
簡
単
に
整
理

を
行
っ
て
き
ま
し
た
。
改
め
て
ま
と
め
る

と
、
以
下
の
３
つ
の
工
夫
を
行
う
こ
と
で
、

私
た
ち
の
作
成
す
る
チ
ラ
シ
は
劇
的
に
改

善
す
る
可
能
性
が
高
い
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

①
見
て
も
ら
う
た
め
の
工
夫
（
ア
イ
キ
ャ

ッ
チ
を
デ
ザ
イ
ン
す
る
）

②
読
ん
で
も
ら
う
た
め
の
工
夫
（
視
線
誘

導
を
駆
使
す
る
）

③
行
動
し
て
も
ら
う
た
め
の
工
夫
（
動
作

指
示
を
明
確
に
す
る
）

　

こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
次
回
以
降
の
連

載
で
一
つ
ず
つ
と
り
あ
げ
、
ご
紹
介
し
て

い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

た
だ
し
、
い
き
な
り
こ
れ
ら
の
テ
ク
ニ
ッ

ク
を
駆
使
し
て
チ
ラ
シ
を
作
り
始
め
る
前

に
、
留
意
す
べ
き
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ

は
、「
そ
も
そ
も
誰
を
タ
ー
ゲ
ッ
ト
に
チ
ラ

シ
を
作
成
す
る
の
か
?!
」
と
い
う
点
で
す
。

　

と
い
う
の
も
、
そ
も
そ
も
チ
ラ
シ
を
メ

イ
ン
で
届
け
た
い
対
象
が
「
男
性
」
な
の

か
、あ
る
い
は
「
女
性
」
な
の
か
に
よ
っ
て
、

３倍!人気商品
ポイント

人気商品
ポイント３倍!

詳細は
コチラ?

動作指示あり動作指示なし
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チ
ラ
シ
の
作
り
方
が
全
く
変
わ
っ
て
く
る

か
ら
で
す
。
た
と
え
ば
、
ま
ず
手
に
取
っ

て
も
ら
う
た
め
に
、
ア
イ
キ
ャ
ッ
チ
と
し

て
写
真
や
イ
ラ
ス
ト
が
効
果
的
で
あ
る
と

上
述
し
ま
し
た
が
、
ど
の
よ
う
な
写
真
が

効
果
的
か
は
、
男
性
と
女
性
で
は
当
然
変

わ
っ
て
き
ま
す
。

　

さ
ら
に
言
え
ば
、
同
じ
男
性
を
タ
ー
ゲ
ッ

ト
に
す
る
に
し
て
も
、
年
代
に
よ
っ
て
も

チ
ラ
シ
作
成
の
ポ
イ
ン
ト
は
変
わ
っ
て
く

る
で
し
ょ
う
。
分
か
り
や
す
い
と
こ
ろ
で

い
え
ば
、「
フ
ォ
ン
ト
サ
イ
ズ
」
で
す
。
40

代
の
男
性
が
タ
ー
ゲ
ッ
ト
で
あ
れ
ば
、
フ

ォ
ン
ト
サ
イ
ズ
は
多
少
小
さ
く
て
も
大
丈

夫
で
す
。
し
か
し
、
老
眼
が
進
ん
で
く
る

60
代
男
性
で
あ
れ
ば
、
か
な
り
フ
ォ
ン
ト

サ
イ
ズ
を
大
き
く
し
な
い
と
、
読
ん
で
も

ら
え
な
い
で
し
ょ
う
。

　

つ
ま
り
、
チ
ラ
シ
作
成
を
す
る
際
は
、「
未

受
診
者
の
中
で
も
、
特
に
ど
の
性
・
年
代

を
タ
ー
ゲ
ッ
ト
に
す
る
の
か
?!
」
と
い
う

点
を
、
慎
重
に
検
討
し
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。

　

私
た
ち
が
関
わ
ら
せ
て
頂
い
た
、
あ
る

ま
ち
で
は
、
チ
ラ
シ
作
成
を
行
う
に
あ
た

り
、
事
前
に
住
民
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
行

い
ま
し
た
。
具
体
的
に
は
、過
去
３
年
以
上
、

ま
ち
の
健
診
に
参
加
し
た
こ
と
が
な
い
住

民
を
対
象
に
し
て
、

①
他
の
機
会
で
健
診
を
受
診
し
て
い
る

か
？

②
ま
ち
の
健
診
を
受
診
す
る
つ
も
り
は
あ

る
か
？

と
い
う
２
点
を
調
査
し
ま
し
た
。

　

次
に
、
他
の
機
会
で
も
健
診
を
受
診
し
て

い
な
い
住
民
を
対
象
に
、「
ま
ち
の
健
診
を

受
診
す
る
つ
も
り
が
あ
る
の
は
、
ど
の
性
・

年
代
で
も
っ
と
も
多
い
の
か
？
」
と
い
う

分
析
を
行
い
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
50
代

女
性
で
、
も
っ
と
も
受
診
意
向
が
高
い
こ

と
が
分
か
り
ま
し
た
。

　

受
診
意
向
が
高
い
グ
ル
ー
プ
を
タ
ー
ゲ

ッ
ト
に
受
診
勧
奨
を
す
れ
ば
、
お
そ
ら
く

最
も
効
果
が
上
が
る
は
ず
で
す
。
そ
の
ま

ち
で
は
、
50
代
女
性
を
タ
ー
ゲ
ッ
ト
に
し

て
チ
ラ
シ
を
作
成
し
、
こ
れ
ま
で
に
な
い

成
果
を
あ
げ
ま
し
た
。
当
初
は
、「
未
受
診

者
は
て
ご
わ
い
。
手
を
打
ち
つ
く
し
て
き

た
が
、
動
か
な
い
・
・
・
」
と
あ
き
ら
め

モ
ー
ド
だ
っ
た
の
で
す
が
、
実
際
に
効
果

が
上
が
っ
た
こ
と
を
実
感
し
、
職
場
の
や

る
気
も
高
ま
っ
た
よ
う
で
し
た
。

　

し
か
し
、
今
ご
紹
介
し
た
ケ
ー
ス
で
は
、

あ
く
ま
で
50
代
女
性
だ
け
を
対
象
に
し
て

い
る
の
で
、
他
の
住
民
層
に
は
勧
奨
を
し

て
い
ま
せ
ん
。「
そ
れ
は
、
公
平
性
の
観
点

か
ら
ど
う
な
の
か
?!
」
と
疑
問
に
思
う
方

も
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
思
い
ま
す
。

　

実
は
そ
の
よ
う
な
議
論
が
そ
の
ま
ち
で

も
あ
っ
た
の
で
す
が
、「
性
・
年
代
別
に
チ

ラ
シ
を
作
り
分
け
る
こ
と
は
、
今
年
一
年

間
で
は
む
ず
か
し
い
。
そ
こ
で
、
複
数
年

に
渡
り
、
少
し
ず
つ
対
象
と
す
る
住
民
を

広
げ
て
い
こ
う
」
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま

し
た
。
つ
ま
り
、
１
年
目
は
ト
ラ
イ
ア
ル

と
し
て
50
代
女
性
を
対
象
と
し
ま
し
た
が
、

２
年
目
は
40
〜
50
代
男
性
、
３
年
目
は
60
代

男
女
、
と
い
う
よ
う
に
、
す
こ
し
ず
つ
色
々

な
バ
ー
ジ
ョ
ン
の
チ
ラ
シ
を
作
成
し
、
性
・

年
代
別
に
チ
ラ
シ
を
送
り
分
け
る
、
と
い

う
こ
と
を
計
画
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

以
上
み
て
き
た
よ
う
に
、
実
際
に
チ
ラ

シ
作
成
を
す
る
前
に
、
ま
ず
は
タ
ー
ゲ
ッ

ト
と
な
る
住
民
を
決
め
る
こ
と
が
重
要
に

な
り
ま
す
。

○
次
回
以
降
の
連
載
に
つ
い
て

　

さ
て
、
次
回
以
降
の
連
載
で
は
、
受
診

勧
奨
の
た
め
の
具
体
的
な
ノ
ウ
ハ
ウ
に
つ

い
て
、
お
話
を
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま

す
。
具
体
的
に
は
、

プ
ロ
フ
ィ
ー
ル

石川　善樹　医学博士
東京大学医学部健康科学科卒業後、ハーバード大
学にて最新の健康づくりを研究。
現在は、株式会社キャンサースキャンにて、日本
各地の健康づくりに取り組む。

＊ご意見・ご感想は、下記までお願い致します。

石川  善樹（いしかわよしき）
株式会社キャンサースキャン
〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-8-3 イオレ渋谷ビル5 階
TEL 03-6427-8875　FAX 03-6427-8895
メール：ishikawa@cancerscan.jp

●
見
て
も
ら
う
た
め
の
工
夫
（
ア
イ
キ
ャ

ッ
チ
を
デ
ザ
イ
ン
す
る
）

●
読
ん
で
も
ら
う
た
め
の
工
夫
（
視
線
誘

導
の
イ
ロ
ハ
）

●
行
動
し
て
も
ら
う
た
め
の
工
夫
（
動
作

指
示
と
い
う
魔
法
）

に
つ
い
て
、
一
つ
ず
づ
ご
紹
介
し
た
い
と

思
い
ま
す
。
ぜ
ひ
、
楽
し
み
に
期
待
し
て

く
だ
さ
い
！
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特定健診の
受診率アップをめざして

特定健診の
受診率アップをめざして

　
■
町
の
概
況
■

　
〜
平
成
24
年
度
は

　
　

健
康
増
進
計
画
の
見
直
し
時
期
〜

①
総
人
口　

１
２
，
３
３
４
人

　
（
平
成
24
年
４
月
１
日
現
在
）

②
国
保
被
保
険
者
数　

３
，
５
５
０
人

　

国
保
加
入
率　

　
　

28
・
78
％

　

町
は
、
県
都
宇
都
宮
か
ら
東
へ
24
㎞
に

位
置
し
、
県
内
の
市
町
村
合
併
が
進
ん
だ

こ
と
に
よ
り
、
人
口
が
１
番
少
な
い
町
と

な
り
ま
し
た
。

　

平
成
24
年
度
は
、
健
康
増
進
計
画
の
見

直
し
の
時
期
で
し
た
。「
輪
に
な
っ
て
み
ん

な
で
つ
く
ろ
う
健
康
い
ち
か
い
」
を
ス
ロ

ー
ガ
ン
の
も
と
健
康
づ
く
り
事
業
の
内
容

に
つ
い
て
検
討
し
今
後
の
事
業
推
進
の
方

向
性
を
出
し
た
と
こ
ろ
で
す
。

■
は
じ
め
に
■

　　

〜
未
受
診
者
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を

　
　
　
　
　
　
　

広
報
中
心
に
行
う
〜

　

急
速
な
少
子
高
齢
化
に
伴
う
生
活
習
慣

病
や
医
療
費
の
増
加
を
抑
え
る
た
め
に
、
平

成
20
年
度
か
ら
特
定
健
診
、
特
定
保
健
指

導
が
開
始
さ
れ
５
年
が
経
過
し
ま
し
た
。
開

始
に
あ
た
り
特
定
健
診
の
意
義
や
、
今
ま

で
の
健
診
と
の
変
更
点
に
つ
い
て
、
平
成

19
年
度
の
生
活
習
慣
病
健
診
時
、
地
区
の

健
康
教
室
時
や
広
報
を
と
お
し
Ｐ
Ｒ
を
し

て
き
ま
し
た
。
開
始
初
年
度
は
、
健
診
の

意
義
や
体
制
が
浸
透
し
て
い
な
い
た
め
住

民
の
対
応
に
追
わ
れ
た
こ
と
が
印
象
に
残

っ
て
い
ま
す
。

　

現
在
、
健
診
体
制
は
整
い
ま
し
た
が
、
国

の
受
診
率
目
標
で
あ
る
65
％
に
は
程
遠
い

状
況
で
す
。
平
成
24
年
度
は
、
未
受
診
者

へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
広
報
中
心
に
行
い
ま

し
た
。
そ
の
結
果
を
こ
こ
に
ま
と
め
報
告

し
ま
す
。

■
健
診
受
診
率
の
状
況
■

　

〜
平
成
22
年
度
を
ピ
ー
ク
に

　
　
　
　
　
　
　

30
％
後
半
を
推
移
〜

保健師活動報告

市貝町　健康福祉課  古谷明美・和田篤子・馬籠友美

■
事
業
内
容
■

・
特
定
健
診
・
が
ん
検
診
同
日
に
実
施
：
集

団
健
診
方
式

・
健
診
希
望
に
つ
い
て
は
、
前
年
度
２
月
に

次
年
度
日
程
と
集
団
検
診
申
込
書
を
、
地

域
保
健
推
進
員
を
と
お
し
配
布
回
収
（
自

治
会
未
加
入
者
は
、
郵
送
）

・
健
診
希
望
日
１
週
間
前
に
予
診
票
な
ど
送

付
・
平
成
24
年
度
集
団
検
診
は
、
12
回
内
３
回

日
曜
日
実
施

■
平
成
24
年
度
の

　
　
　
　
　

取
り
組
み
■

〜
女
性
の
日
の
設
定
、
追
加
健
診
、

「
年
に
１
回
特
定
健
診
を
受
け
ま
し

ょ
う
」
の
同
封
〜

①
以
前
よ
り
要
望
の
あ
っ
た
女
性
の
日
の

健
診
日
を
１
日
設
定
し
て
行
い
ま
し
た
。

②
健
診
を
申
し
込
ん
で
い
て
受
け
て
い
な

い
人
、
過
去
３
年
間
未
受
診
で
あ
っ
た

人
向
け
に
１
日
追
加
健
診
を
実
施
し
ま

し
た
。

③
デ
ー
タ
よ
り
、
40
代
・
50
代
・
60
代
の

受
診
率
が
低
い
た
め
そ
の
年
代
に
個
別

に
追
加
健
診
の
お
知
ら
せ
を
送
付
し
ま

し
た
。

0

10

20

30

40

50

平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度

34.4

26.6 27.9 28.6 29.5

37.8 39.2 38.4

町
県

%
平成 20～ 23年度の町と県の受診率状況
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・
検
診
申
込
送
付
時
に
「
年
に
１
回
特
定

健
診
を
受
け
ま
し
ょ
う
」
の
お
し
ら
せ

を
同
封
し
ま
し
た
。

・
10
月
の
健
診
が
終
了
し
た
と
こ
ろ
で

「
集
団
健
康
診
査
日
追
加
の
お
知
ら

せ
」
を
、
健
診
を
申
し
込
ん
で
い
て
の

未
受
診
者
と
過
去
３
年
未
受
診
者
を
抽

出
し
、
11
月
の
健
診
日
程
と
12
月
の
追

加
日
程
に
つ
い
て
送
付
し
、
町
の
健
診

の
い
い
と
こ
ろ
と
、
健
診
に
つ
い
て
い

く
ら
助
成
し
て
い
る
か
を
伝
え
ま
し

た
。

■
平
成
24
年
度
の
結
果
■

　

〜
受
診
率
：
40
・
９
％

　
　
（
人
間
ド
ッ
ク
含
む
暫
定
値
）
〜

・
過
去
３
年
間
未
受
診
の
40
代
〜
60
代
を

タ
ー
ゲ
ッ
ト
に
上
記
の
お
知
ら
せ
を
出

し
、
受
診
し
た
者
は
、
356
名
中
３
名
で

し
た
。

・
追
加
健
診
で
の
特
定
健
診
受
診
者
は
、

36
名
で
し
た
。
受
診
者
の
声
と
し
て

は
、
「
健
診
を
受
け
そ
び
れ
て
い
た
の

で
受
診
で
き
て
良
か
っ
た
。
」
「
こ
の

時
期
の
方
が
健
診
に
来
る
余
裕
が
あ
る

の
で
良
い
」
と
の
こ
と
で
し
た
。

■
ま
と
め
■

　

〜
健
診
受
診
の
動
機
を
把
握
し
て
、

　

  

受
診
率
向
上
に
つ
な
げ
て
い
き
た
い
〜

　

特
定
健
診
の
受
診
率
は
平
成
22
年
度
を

ピ
ー
ク
に
30
％
後
半
を
推
移
し
て
お
り
、
平

成
23
年
度
は
震
災
の
影
響
も
あ
っ
た
た
め

か
低
下
し
ま
し
た
。
ま
た
、
年
代
ご
と
の

受
診
率
に
お
い
て
40
代
〜
50
代
の
受
診
率

が
低
い
こ
と
か
ら
、
平
成
24
年
度
は
初
め

て
そ
の
年
代
を
中
心
に
取
り
組
み
を
行
い

ま
し
た
。
結
果
と
し
て
元
々
健
診
を
受
け

る
意
志
が
な
い
方
の
反
応
は
ほ
と
ん
ど
あ

り
ま
せ
ん
で
し
た
。
健
診
受
診
の
意
識
の

低
い
方
へ
の
受
診
動
機
を
ど
う
も
っ
て
も

ら
う
か
が
今
後
の
課
題
で
す
。

　

平
成
24
年
度
受
診
者
数
が
若
干
上
が
っ

た
要
因
と
し
て
は
、
女
性
の
日
の
設
定
や
、

追
加
健
診
の
実
施
が
考
え
ら
れ
ま
す
が
、
申

し
込
み
と
一
緒
に
「
年
に
１
回
特
定
健
診

を
受
け
ま
し
ょ
う
」
と
い
う
お
し
ら
せ
を

同
封
し
た
こ
と
が
微
々
た
る
力
に
な
っ
た

と
思
い
ま
す
。

　

今
後
は
、
も
う
少
し
踏
み
込
み
健
診
受

診
の
動
機
の
把
握
を
し
、
受
け
て
い
る
人

の
声
を
取
り
上
げ
広
報
等
で
広
く
町
民
に

紹
介
し
て
い
き
、
健
診
受
診
率
向
上
に
つ

な
げ
て
い
け
た
ら
と
思
い
ま
す
。
ま
た
、
保

健
師
の
特
性
を
生
か
し
、
健
康
づ
く
り
活

動
の
中
で
住
民
の
声
を
聴
き
、
健
診
が
自

分
の
体
と
向
き
合
う
場
で
あ
り
、
そ
の
人

な
り
の
健
康
な
生
活
を
続
け
る
た
め
に
必

要
不
可
欠
な
も
の
と
意
識
付
け
ら
れ
る
よ

う
伝
え
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

「集団健康診査日追加のお知らせ」

「年に１回特定健診を受けましょう !!」
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保険者だより

下野市国保の取り組み下野市国保の取り組み下野市国保の取り組み
今年も１１月１０日（日）開催「産業祭」にてＰＲ今年も１１月１０日（日）開催「産業祭」にてＰＲ

― 下野市 ―― 下野市 ―

　

下
野
市
で
は
、
平
成
20
年
度
か
ら
特
定

健
康
診
査
事
業
を
、
ま
た
22
年
度
か
ら
は

が
ん
検
診
事
業
を
個
人
負
担
金
な
し
で
実

施
し
て
ま
い
り
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
23
年

度
か
ら
受
診
者
に
対
し
て
検
診
結
果
を
個

別
に
手
渡
し
、
相
談
が
受
け
ら
れ
る
よ
う

に
結
果
説
明
会
を
行
い
ま
し
た
。
23
年
度

の
実
績
は
31
回
を
数
え
、
個
別
対
応
を
通

じ
て
受
診
者
の
健
康
に
対
す
る
関
心
が
高

ま
っ
て
い
る
と
い
う
感
触
を
掴
み
ま
し
た
。

受
診
者
一
人
ひ
と
り
が
保
健
師
や
栄
養
士

か
ら
の
説
明
を
受
け
る
こ
と
で
、
健
康
不

安
等
の
解
消
、
ま
た
生
活
習
慣
病
等
の
早

期
発
見
・
治
療
に
よ
り
医
療
費
の
抑
制
に

繋
が
れ
ば
と
期
待
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

　

平
成
24
年
度
か
ら
は
、
健
診
未
受
診
者

へ
の
勧
奨
通
知
を
始
め
ま
し
た
。
結
果
、
24

年
度
受
診
率
は
、
現
在
の
と
こ
ろ
未
確
定

で
す
が
、
23
年
度
実
績
の
37
・
89
％
を
上

回
る
見
込
み
で
す
。

　

本
年
度
は
、
新
た
な
試
み
と
し
て
、
医

療
機
関
で
の
個
別
健
診
を
毎
年
12
月
31
日

ま
で
延
長
し
、
今
ま
で
よ
り
１
か
月
長
く

延
ば
す
こ
と
で
受
診
率
の
更
な
る
向
上
に

努
め
ま
す
。
ま
た
、
塩
分
濃
度
計
を
複
数

台
導
入
し
て
、
結
果
説
明
会
等
に
お
い
て

活
用
で
き
る
よ
う
、
保
健
事
業
の
充
実
に

も
努
め
て
ま
い
り
ま
す
。

　

ま
た
本
市
は
、
国
民
健
康
保
険
に
関
す

る
広
報
活
動
の
一
つ
と
し
て
、
市
主
催
の

イ
ベ
ン
ト
を
機
会
に
、
広
く
市
民
に
周
知
・

Ｐ
Ｒ
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

昨
年
の
11
月
11
日
（
日
）、
市
内
の
大
松

山
運
動
公
園
を
会
場
と
し
て
開
催
し
た
「
下

野
市
産
業
祭
」
に
、
国
民
健
康
保
険
ブ
ー

ス
を
置
き
、
多
く
の
作
品
展
示
に
多
く
の

市
民
が
訪
れ
賑
わ
う
中
で
Ｐ
Ｒ
に
努
め
ま

し
た
。
栃
木
県
国
民
健
康
保
険
団
体
連
合

会
か
ら
借
用
し
た
「
体
脂
肪
１
キ
ロ
」
の

サ
ン
プ
ル
を
展
示
し
た
と
こ
ろ
、
ブ
ヨ
ブ

ヨ
し
た
塊
に
指
を
突
き
指
し
な
が
ら
「
肥

満
っ
て
コ
ワ
ッ
！
」「
こ
ん
な
脂
肪
が
身
体

の
中
に
詰
ま
っ
て
い
る
の
？
」「
成
人
病
に

は
な
り
た
く
な
い
」
等
々
、
百
人
が
百
人
、

驚
き
と
嘆
き
の
声
を
上
げ
て
い
ま
し
た
。

　

今
年
も
産
業
祭
が
、
11
月
10
日
（
日
）
に

同
公
園
で
開
催
す
る
予
定
で
す
。
来
場
者

の
健
康
度
チ
ェ
ッ
ク
や
健
康
相
談
等
を
行

い
、
こ
う
し
た
健
康
と
病
気
予
防
の
啓
発

を
通
じ
て
、
国
民
健
康
保
険
事
業
の
周
知

に
取
り
組
ん
で
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま

す
。

産業祭での広報活動

個別相談の様子
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①星座　②血液型　③今一番挑戦したいこと　④今一番気になること　⑤趣味・特技　⑥座右の銘・好きな言葉
⑦健康法・ストレス解消法　⑧夢　⑨町（街）の自慢をしてください　⑩国保事業に携わっての感想・意見

国保経験年数　  0 年 1ヶ月 
①　獅子座

②　A型

③　車の運転に慣れること

④　日本の経済

⑤　ランニング、音楽鑑賞

⑥　継続は力なり

⑦　たくさん運動して、ぐっすりと眠ること

⑧　一人前の職員になること

⑨　自然が豊かなところです。特に長峰公
園では４月に桜、５月につつじが咲き誇
り、とても綺麗なのでぜひ見に来ていた
だきたいです。

⑩　国保医療担当になってから日が浅い
ので、まだまだわからないことばかりで
四苦八苦しています。まずは国民健康保
険制度などの理解を深め、徐々に業務
に慣れていきたいと思います。

室 井　泰 宏 須 藤　禎 子
むろ い ひろやす す どう こてい

矢板市
健康増進課   国保医療担当

主　　事

国保制度などの理解を深め、
　　　業務に慣れていきたい

国保業務に
　　日々精進していきたい

国保経験年数　 2 年 1ヶ月
①　かに座
②　Ｏ型
③　ヨガ
④　将来
⑤　読書・旅行・コンサート
⑦　有言実行
⑦　カラオケ
⑧　マイホームを建てる
⑨　四季折々の花が楽しめる「とちぎ花
センター」があり、隣接する「いわふね
フルーツパーク」では季節ごとに、いち
ご狩りや梨などの果実・野菜の摘み取
りができます。そこで販売されている
ジェラードは格別です！ぜひいらしてく
ださい。
⑩　国保事業に携わって3年目になりま
すが、まだまだわからないこと、学ぶべ
きことがたくさんあります。日々、精進
していきたいです。

岩舟町
保険児童課　保険医療担当

主　　任
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国 保 医 療 課 だ よ り

定期異動で新たなメンバーを迎えた国保医療課医療保険担当です。
平成25年度もよろしくお願いいたします。
メンバー紹介１

新任者紹介2

職

（後列）左から
　長谷川主事、堀主事、
　伊藤主任、篠﨑陽介主任、篠﨑泰英主査、
　酒井指導員

（前列）左から
　吉原主査、入野課長、
　梅山課長補佐（総括）、塩原課長補佐

入野課長

塩原補佐

（①血液型・星座　②趣味・特技　③ストレス解消法　④お薦めの本・映画等　⑤国保事務に携わっての感想・意見等） 

課長

課長補佐
（総括）
課長補佐

（医療保険担当）

主査

主査

氏　名

入野　好市

梅山　栄司

塩原千恵子

吉原　佳子

篠﨑　泰英

在課年数

０月

１年０月

０月

３年０月

２年０月

職

主任

主任

主事

主事

医療給付
専門指導員

氏　名

伊藤　哲也

篠﨑　陽介

堀　布祐美

長谷川聡美

酒井　　誠

在課年数

１年０月

１年０月

２年０月

０月

1年０月

平成２５年４月現在

①ＡＢ型・牡牛座
②読書・特技はありません
③ウォーキング、ハイキング、トレッキング
④「舟を編む」と「まほろ駅前多田便利軒」。
　どちらの松田龍平が好きですか？
⑤過去の経験を踏まえ、医療制度全体の理
解を深めていきたいと思っております。

①A型・みずがめ座
②演劇鑑賞・特技はなしです。
③庭の草むしり
④「おおきな木」黒一色の絵本です。ほんだき
んいちろう翻訳版が好きです。
⑤20数年振りに戻った国保は制度が３倍以
上複雑になっていました。まずは制度の理解
から。

篠﨑主任

長谷川主事

①Ａ型・みずがめ座
②旅行・城巡り
③ウォーキング
④猿の惑星
⑤制度が複雑で難しいですが、頑張って取り
組みます。

①AB型・牡牛座
②読書
③ランニング・料理
④三浦しをん「風が強く吹いている」
⑤まずは一日も早く担当業務を覚え、少しずつ
制度の理解も深めていこうと思います。
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リ ポ ー ト

　　　挨拶で「慎重な審議をお願いしたい。」
　　　と述べる佐藤栄一理事長

平成24年度栃木県国民健康保険団体連合会理事会

平成25年度事業計画及び平成25年度事業計画及び
歳入歳出予算などを通常総会へ上程歳入歳出予算などを通常総会へ上程

　

平
成
25
年
２
月
６
日
（
水
）
に
、
国
保

連
合
会
９
階
大
会
議
室
で
、
平
成
24
年
度

栃
木
県
国
民
健
康
保
険
団
体
連
合
会
理
事

会
が
開
催
さ
れ
た
。

　

本
理
事
会
で
は
、
平
成
25
年
度
に
係
る

本
会
事
業
計
画
と
一
般
・
特
別
両
会
計
歳

入
歳
出
予
算
並
び
に
平
成
24
年
度
特
別
会

計
歳
入
歳
出
予
算
補
正
な
ど
含
む
、
議
決

事
項
31
件
と
、
協
議
事
項
３
件
が
上
程
さ

れ
、
慎
重
な
審
議
の
上
、
議
決
事
項
に
つ

い
て
は
、
原
案
ど
お
り
議
決
さ
れ
、
協
議

事
項
に
つ
い
て
は
、
事
務
局
説
明
の
と
お

り
了
承
さ
れ
た
。
な
お
、
議
決
事
項
30
件

に
つ
い
て
は
、
平
成
25
年
２
月
22
日
（
金
）

に
開
催
さ
れ
る
通
常
総
会
に
上
程
さ
れ
る

こ
と
と
な
っ
た
。

　

冒
頭
、佐
藤
栄
一
理
事
長
（
宇
都
宮
市
長
）

は
、
平
成
24
年
末
に
行
わ
れ
た
衆
議
院
総

選
挙
の
結
果
に
よ
る
第
二
次
安
倍
政
権
へ

の
交
代
な
ど
中
央
情
勢
つ
い
て
触
れ
、「
高

額
療
養
費
の
支
給
や
前
期
高
齢
者
の
一
部

負
担
割
合
の
問
題
な
ど
今
後
の
動
向
を
注

視
す
る
。」
と
述
べ
た
。

　

そ
し
て
、「
本
日
は
、
慎
重
ご
審
議
の
上
、

議
決
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上

げ
る
。」
と
結
ん
だ
。

　

そ
の
後
、
高
津
戸
忠
一
常
務
理
事
が
情

勢
報
告
を
行
い
、
佐
藤
栄
一
理
事
長
を
議

長
に
選
出
し
て
、
議
事
に
入
っ
た
。

　

※
通
常
総
会
に
つ
い
て
は
、
P2
以
降
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。
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第三者行為損害賠償求償事務コーナー

自転車と自家用中型貨物自動車との事故

事業振興課　共同事業担当
TEL：028－622－7815

第三者行為（交通事故）に関する問合せ

事故内容：午後1時35分頃、信号機によって交通整理の行われていない道路幅約
6m、道路の片側に幅70cm有蓋側溝のあるT字路交差点付近において、被害者運
転の自転車と加害者運転の自家用中型貨物自動車が衝突し、被害者が左上腕骨骨
折、左肩甲骨骨折の負傷をしました。

　当初被害者は、自転車で車道の左側端を走行中、加害車両に後方より接触され、転倒負傷した
との話でしたが、実況見分の結果、自転車で走行し、T字路交差点付近の駐車車両の陰から道路を
横断しようとして自家用中型貨物自動車と接触し、転倒負傷したものであることが判明しました。

事故状況

　判例タイムズ【254】図を基本過失割合とすると、被害者30％、加害者70％となります。この
基本過失割合は、自転車が通常の速度である場合、その速度は歩行者よりも速く、自転車が直ち
に停止することは困難であり、他方四輪車側にとっても、衝突を回避することがやや困難になる面
があることなどを考慮した過失割合です。
　今回の事故では、駐車車両の陰からの横断になりますので、被害者側に10％の過失割合を修
正し、被害者40％、加害者60％で協定しました。

過失割合の結果

～自転車事故は、自転車事故固有の過失相殺率や修正要素を考える～

　自転車は、左端通行や2人乗り禁止など自転車固有の法規制を受けるため、それらの規制に違反し

て事故が発生した場合には、自転車事故固有の過失相殺率や修正要素を考えなければなりません。自

転車固有の事故類型に属する事故としては、横ゆれ、転倒で事故が発生する場合があります。

　自転車による事故に関しては、無灯火、

斜め横断、傘さし片手運転、並進、2人乗

り等が修正要素として考えられますので、

被保険者からの第三者行為の届出がなさ

れた際には、修正要素等をふまえた状況

の確認をお願いいたします。

判例タイムズ【254】図
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歩こう、歩こう
！

歩こう、歩こう
！

あの道この道あの道この道

渡良瀬川を眺めながら歩く
今回は、足利市内を歩きました。
足利市内には、渡良瀬川が流れ、川には多くの橋が架けられています。
特に「渡良瀬橋」は、森高千里さんの『渡良瀬橋』にも歌われています。
そのような渡良瀬川をめぐるウォーキングコースを紹介します。

渡良瀬川の眺め（渡良瀬橋付近より）

JR足利駅　⇒　女浅間神社　⇒　足利市駅　⇒　グリーンプラザ　⇒　JR足利駅

今回のウォーキングコース 約7.0km

JR 両毛線の駅JR 両毛線の駅

「花と緑と公園」の拠点施設

赤ちゃんの額に御朱印を押す
「ペタンコ祭」で有名な神社

森高千里『渡良瀬橋』にも
 歌われている橋
森高千里『渡良瀬橋』にも
 歌われている橋

東武伊勢崎線の駅

足利市を代表する景観を作り出
している橋
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３日　国民健康保険等診療報酬明細書点検調査事務助言 佐野市
５日　保険者事務共同電算処理運営委員会（13：15～） ９階会議室
11日　国保総合システム操作説明会（10：30～） ９階会議室
14日　国民健康保険等診療報酬明細書点検調査事務助言 真岡市
17日　徴収アドバイザー派遣フォローアップ（10：30～） ９階会議室
18日　審査委員会（18～21日）                  審査委員会室
19日　事務部会（13：30～）                               ９階会議室
20日　国民健康保険等診療報酬明細書点検調査事務助言 小山市
24日　監事会（10：30～）　　 ９階会議室

３日　理事会（14：00～） 　 ９階会議室
４日　国民健康保険等診療報酬明細書点検調査事務助言 茂木町
18日　審査委員会（18～21日）   審査委員会室
23日　介護給付費審査委員会（16：00～）   ９階会議室
26日　通常総会（10：00～終了後理事会） 栃木県総合文化センター

６日　国民健康保険等診療報酬明細書点検調査事務助言 日光市
18日　審査委員会（18～21日） 審査委員会室
22日　介護給付費審査委員会（16：00～） ９階会議室

２日　国民健康保険等診療報酬明細書点検調査事務助言 塩谷町
６日　国民健康保険等診療報酬明細書点検調査事務助言 上三川町
18日　審査委員会（18～21日） 審査委員会室
20日　介護給付費審査委員会（16：00～） ９階会議室
26日　国民健康保険等診療報酬明細書点検調査事務助言 芳賀町

７
月

９ 
月

6
月

８ 

月
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編 

集 

後 

記

「
栃
木
の
国
保
」
も
今
号
か
ら
本
会
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
上
で
の
公
開
の
み
と
な
り
ま
し

た
。今

後
も
よ
り
よ
い
機
関
誌
作
り
に
取
り
組

ん
で
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
の
で
、
何
と

ぞ
ご
理
解
ご
協
力
の
ほ
ど
よ
ろ
し
く
お
願

い
申
し
上
げ
ま
す
。

さ
て
、
今
号
は
、
表
紙
に
「
足
利
学
校
」、

突
撃
ル
ポ 

保
険
者
み
て
あ
る
記
は
、「
足
利

市
」、
歩
こ
う
、
歩
こ
う
！　

あ
の
道
こ
の

道
は
、「
渡
良
瀬
川
を
眺
め
な
が
ら
歩
く
」

と
「
足
利
」
が
盛
り
だ
く
さ
ん
で
す
。

編
集
の
最
中
に
は
、「『
鑁
阿
寺
本
堂
』（
ば

ん
な
じ
ほ
ん
ど
う
）
が
国
宝
に
」
と
い
う

ニ
ュ
ー
ス
が
入
っ
て
き
ま
し
た
。
歴
史
と

伝
統
の
あ
る
ま
ち
「
足
利
」
を
裏
付
け
る

出
来
事
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。
早
速
訪
ね

て
み
る
と
、
足
利
市
内
に
は
、
国
宝
指
定

を
祝
う
看
板
が
掲
げ
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

皆
様
も
こ
れ
を
機
会
に
「
足
利
」
を
訪
ね

て
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。（

Ｔ
・
Ｋ
）

国保連合会からのお知らせ

車両用マグネットを作成しました
本会で車両用マグネットを2種類（国保税・特定健診）作成して、
希望する市町にお配りしました。
公用車などに貼付してご活用ください。

事業振興課 事業振興担当 
TEL　028-622-7815 
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特定健診を受診しましょう

国保税を納めましょう
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〈表紙の写真〉

足利学校は、日本で最も古い学校として知られ、その遺
跡は大正10年に国の史跡に指定されています。天文18
年（1549）にはイエズス会の宣教師フランシスコ・ザビエ
ルにより「日本国中最も大にして、最も有名な坂東の大
学」と世界に紹介されました。足利市では、「足利学校
参観者倍増計画」の実現に向け、「全国論語素読のつ
どいの開催」「日曜論語素読体験の開催」など様 な々取
り組みを実施しています。

足利学校 （足利市）


